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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
い
わ
ゆ
る
“unit self-defense; la défense de lʼunité

”（
後
で
述
べ
る
理
由
に
よ
り
、
以
下
で
は
原
則
と
し
て
「
ユ
ニ

ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
」
と
カ
タ
カ
ナ
表
記
す
る
）
の
法
的
性
質
と
国
際
法
上
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

も
そ
も
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
は
何
か
、
そ
れ
は
国
家
の
自
衛
権
や
個
人
の
正
当
防
衛
権
と
異
な
る
性
質
の
も
の
な
の

か
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
は
国
際
法
上
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問

い
に
答
え
る
（
少
な
く
と
も
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
の
現
状
と
到
達
点
を
示
す
）
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

　

ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
、
国
際
法
研
究
者
の
間
で
そ
れ
ほ
ど
広
く
普
及
し
て
い
る
概
念
で
は
な
い
が
、
い
く
つ
か
の

国
の
Ｒ
Ｏ
Ｅ
（Rules of Engagem

ent
（
交
戦
規
則；

交
戦
規
定
））
で
用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
例
え
ば
、
米
軍
統
合
参

謀
本
部
の
標
準
交
戦
規
則
（Standing Rules of Engagem

ent

：
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
）
二
〇
〇
〇
年
版
は
、self-defense

を
、
①national 

self-defense

、
②collective self-defense
、
③unit self-defense

、
④individual self-defense

の
四
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
い

る
。
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
の
サ
ン
レ
モ
に
あ
る
人
道
法
国
際
研
究
所
（International Institute of H

um
anitarian Law

）
が
作
成
し

た
二
〇
〇
九
年
の
「
交
戦
規
則
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（Rules of Engagem

ent H
andbook

）」（
サ
ン
レ
モ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
）
も
、

self-defence

を
、
①individual self-defence

、
②unit self-defence

、
③protection of others

、
④national self-defence

の
四
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
い
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
は
、
例
え
ば
サ
ン
レ
モ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、

部
隊
指
揮
官
（U

nit com
m

anders

）
が
「
攻
撃
ま
た
は
差
し
迫
っ
た
攻
撃
に
直
面
し
て
い
る
自
ら
の
部
隊
ま
た
は
自
国
の
別
の
部
隊
を

防
衛
す
る
権
利
（the right to defend their unit and other units from

 their nation in the face of an attack or im
m

i-

nent attack

）」
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）



国際法における “unit self-defense” の法的性質と意義

（阪大法学）65（1-27）　 27 〔2015. 5 〕

　

ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も
従
来
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
概
念
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
内
閣
総
理
大
臣
の
下
に
設
置
さ
れ
た
「
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構
築
に
関
す
る
懇
談
会
」（
以
下
「
安
保
法
制
懇
」）
は
、

二
〇
一
四
年
五
月
一
五
日
の
報
告
書
に
お
い
て
、
こ
の
概
念
に
言
及
し
た
。
同
報
告
書
は
、「［
安
全
保
障
に
関
す
る
］
憲
法
解
釈
の
現

状
と
問
題
点
」
と
「
あ
る
べ
き
憲
法
解
釈
」
に
つ
い
て
論
じ
た
後
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
国
内
法
整
備
の
あ
り
方
に
つ
い
て
提
言
す
る
中

で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
等
へ
の
参
加
に
際
し
て
新
た
に
ど
の
よ
う
な
任
務
が
付
与
さ
れ
る
べ
き
か
と
と
も
に
、
こ
れ
を
安
全
か
つ
確
実
に
遂

行
す
る
た
め
、
従
来
の
『
い
わ
ば
自
己
保
存
の
た
め
の
自
然
権
的
権
利
』
等
と
し
て
の
武
器
使
用
権
限
を
ど
の
よ
う
に
見
直
す
か

に
つ
い
て
も
、
先
進
民
主
国
家
の
軍
や
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
等
に
お
い
て
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
踏
ま
え

て
、
他
国
の
Ｒ
Ｏ
Ｅ
（rules of engagem

ent

）
に
相
当
す
る
『
部
隊
行
動
基
準
』
の
整
備
に
よ
り
、
文
民
統
制
の
確
保
を
図

り
つ
つ
、
国
際
法
上
許
容
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

『
部
隊
防
護

0

0

0

0

（unit self

0

0

0

0

0

0

0
0-defense

0

0

0

0

0

0

0

）』
や
任
務
遂
行
の
た
め
の
武
器
使
用
に
係
る
権
限
を
包
括

的
に
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
へ
の
言
及
が
あ
る
の
は
報
告
書
の
中
で
こ
の
一
箇
所
だ
け
で
あ
る
た
め
、
安
保
法
制
懇
が
ユ
ニ

ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
右

の
引
用
文
や
報
告
書
全
体
の
趣
旨
か
ら
判
断
す
る
限
り
で
は
、
安
保
法
制
懇
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
、
国
家
の
自

衛
権
と
も
「
い
わ
ば
自
己
保
存
の
た
め
の
自
然
権
的
権
利
」（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
（
一
2
））
と
も
異
な
る
、
独
自
の
性

質
を
有
す
る
概
念
と
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
前
出
の
米
軍
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
も
、「
権
限
あ
る
当
局
に
よ
る
国
家
的
自
衛
（national 

（
6
）
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self-defense

）
の
権
利
お
よ
び
義
務
の
行
使
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
行
使
す
る
指
揮
官
の
権
利
お
よ
び
義
務
と

は
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
（is separate from

 and in no w
ay lim

its the com
m

andersʼ 

right and obligation to exercise unit self-defense

）」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ

ン
ス
と
国
家
の
自
衛
権
と
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
性
質
の
も
の
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
国
家
の
自
衛
権
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
説
と
、

国
家
の
自
衛
権
と
は
性
質
の
異
な
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
説
と
が
対
立
し
て
い
る
（
本
稿
二
参
照
）
の
で
あ
っ
て
、
安
保
法
制
懇
や
米

軍
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
の
よ
う
な
立
場
は
決
し
て
自
明
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
最
新
の
論
文
の
中
で
ト
ラ
ム
ブ
ル
（Charles 

P. T
rum

bull IV

）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
権
利
の
淵
源
（source

）
と
範
囲
は
、
学

説
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
」
問
題
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
例
え
ば
国
際
軍
事
法
・
戦
争
法
学
会

（Société internationale de D
roit m

ilitaire et de D
roit de la Guerre

）
は
、
二
〇
一
二
年
の
第
一
九
回
国
際
研
究
大
会
開
催

に
先
立
ち
、「
軍
事
的
文
脈
に
お
け
る
自
衛
の
様
々
な
側
面
（different aspects of self-defence in the m

ilitary context

）」
に

つ
い
て
各
国
に
質
問
を
送
っ
た
と
こ
ろ
一
〇
カ
国
か
ら
回
答
を
得
た
が
、
そ
の
回
答
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
一
般
報
告
書
で
は
、
ユ
ニ

ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
に
つ
い
て
は
多
く
の
用
語
法
上
の
混
乱
（term

inological confusions

）
が
あ
り
、
質
問
の
う
ち
ユ

ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
正
面
か
ら
答
え
な
い
国
も
多
か
っ
た
と
指
摘
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
具
体
的
な
結
論
は
出
さ
ず
、「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
概
念
と
輪
郭
を
明
確
に
す
る
た
め
、
い
っ
そ
う
の
研
究
が
必

要
で
あ
る
」
と
述
べ
る
に
と
ど
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
現
状
に
鑑
み
、
本
稿
で
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
、
特
に
、
そ
れ
が
国
家
の
自
衛
権
や
個
人

の
正
当
防
衛
権
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
は

（
7
）

（
8
）（

9
）

（
10
）
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国
際
法
上
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
（
あ
る
い
は
な
い
の
か
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
以
下
で
は
ま
ず
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ

ィ
フ
ェ
ン
ス
の
概
念
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
そ
れ
に
関
連
す
る
三
つ
の
概
念
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
一
）。
そ
の

上
で
、
二
で
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
対
立
す
る
学
説
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
内
容
を
明
ら
か
に

し
、
三
で
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
概
念
が
援
用
さ
れ
る
具
体
的
文
脈
に
も
照
ら
し
な
が
ら
、
ど
の
学
説
が
妥
当
で
あ

る
か
を
考
え
る
。

　

な
お
、
検
討
に
先
立
ち
、
“unit self-defense

”と
い
う
語
の
意
味
や
訳
語
な
ど
に
関
し
て
、
三
点
指
摘
し
て
お
く
。
第
一
は
、

“unit self-defense

”の
日
本
語
訳
で
あ
る
。
“unit self-defense

”は
、「
部
隊
自
衛
」
と
か
「
部
隊
防
護
」
と
か
「
共
同
部
隊
防
護
」

な
ど
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
特
定
の
日
本
語
訳
は
用
い
ず
、
原
則
と
し
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
」

と
カ
タ
カ
ナ
表
記
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
訳
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
国
家
の
自
衛
権
と
は
区
別
さ
れ
る
、

部
隊
に
固
有
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
二
で
述
べ
る
よ
う
に
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ

ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
学
説
が
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
を
検
討
す
る
前
に
、
一
定
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
含
む
訳
語
を
あ
ら
か
じ
め
用
い
る
の
は
適
当
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
は
、
“unit

”と
い
う
語
の
意
味
と
範
囲
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
国
家
の
自
衛
権
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
立
場
（
本
稿
で
「
国
家
的
自

衛
説
」
と
呼
ぶ
立
場
）
や
、
個
人
の
正
当
防
衛
権
の
集
合
的
行
使
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
（
本
稿
で
「
個
人
的
自
衛
説
」
と
呼

ぶ
立
場
）
に
立
つ
場
合
に
は
、
そ
れ
を
正
確
に
特
定
す
る
必
要
も
意
味
も
な
い
が
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
国
家
で
も

個
人
で
も
な
く
“unit

”に
固
有
の
権
利
で
あ
る
と
考
え
る
立
場
（
本
稿
で
「
部
隊
防
衛
説
」
と
呼
ぶ
立
場
）
に
立
つ
場
合
に
は
、

“unit

”と
は
何
か
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
ず
、
何
の

定
義
も
せ
ず
に
“unit

”の
語
が
使
わ
れ
る
場
合
も
多
い
が
、
例
え
ば
部
隊
防
衛
説
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
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ズ
（D

ale Stephens

）
は
、「unit

は
、
機
動
部
隊
の
各
船
舶
お
よ
び
各
航
空
機
（each ship and aircraft of a task force

）
ま

た
は
任
務
遂
行
に
当
た
っ
て
共
に
行
動
し
て
い
る
個
別
の
兵
士
の
集
団
（a group of individual soldiers acting together on a 

m
ission

）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
得
る
」
と
述
べ
、unit

は
特
に
大
き
な
規
模
の
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
一
隻
の
軍
艦
や
一
機
の

軍
用
機
、
あ
る
い
は
ご
く
少
数
の
兵
士
の
集
団
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
逆
に
、unit

は
軍
隊
を
構
成
す
る
単
位

で
あ
る
か
ら
、「
軍
隊
全
体
（the entire arm

ed forces

）
は
“unit

”を
構
成
し
得
な
い
」
と
言
わ
れ
る
。
第
三
に
、
ユ
ニ
ッ
ト
・

セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
本
来
、「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
」
を
行
使
し
て
行

え
る
こ
と
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
範
囲
が
定
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
細
部
に
お
い

て
は
人
や
国
に
よ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
例
え
ば
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
行
使
し
て
他
国
の
部
隊
を

援
助
す
る
こ
と
の
可
否
お
よ
び
そ
の
条
件
な
ど
）。
し
か
し
、
細
部
に
お
け
る
見
解
の
対
立
は
と
も
か
く
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ

フ
ェ
ン
ス
を
論
ず
る
者
が
共
通
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
、
軍
の
部
隊
や
軍
艦
に
対
し
、
国
家
自
体
に
対
す
る
武
力
攻
撃
と
は
見
な
せ

な
い
（
ま
た
は
見
な
し
に
く
い
）
散
発
的
な
攻
撃
が
行
わ
れ
る
場
合
に
、
当
該
部
隊
や
軍
艦
が
自
ら
を
防
衛
す
る
た
め
そ
の
場
で
反
撃

す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
本
稿
五
二
─
五
三
頁
参
照
）。
共
通
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
状
況
を
基
に
ユ
ニ

ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
り
、
見
解
が
対
立
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、

そ
う
し
て
明
ら
か
に
し
た
法
的
性
質
に
照
ら
し
て
結
論
を
導
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一　

関
連
概
念

　

ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
と
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
際
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
国
家
の
自
衛
権
（
国
家
的

自
衛
）
お
よ
び
個
人
の
正
当
防
衛
権
（
個
人
的
自
衛
）
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え

（
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）

（
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）



国際法における “unit self-defense” の法的性質と意義

（阪大法学）65（1-31）　 31 〔2015. 5 〕

る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
以
下
で
は
ま
ず
、
国
家
的
自
衛
（
1
）
と
個
人
的
自
衛
（
2
）
の
概
念
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
た
、
ユ
ニ

ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
の
関
係
が
問
題
と
な
り
得
る
そ
の
他
の
概
念
と
し
て
、
3
で
は
、「
任
務
遂
行
の
た
め
の
実
力
（
武

力
）
の
行
使
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

1　

国
家
的
自
衛

　

国
家
的
自
衛
（national self-defense

）
と
は
、
国
家
が
国
際
法
上
有
す
る
自
衛
権
、
つ
ま
り
現
在
で
は
国
際
連
合
（
以
下
「
国

連
」）
憲
章
第
五
一
条
お
よ
び
関
連
す
る
慣
習
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
自
衛
権
の
こ
と
で
あ
る
。
国
際
法
で
「
自
衛
権
」
と
い

う
場
合
、
普
通
は
こ
の
意
味
で
の
自
衛
権
を
指
す
。
そ
も
そ
も
国
家
と
い
う
抽
象
的
な
存
在
が
な
ぜ
自
衛
権
を
も
ち
得
る
の
か
と
い
う

根
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
憲
法
学
者
か
ら
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
疑
問
に
ど
う
答
え
る
か
は
と
も
か
く
、
武
力
行

使
禁
止
原
則
の
例
外
の
一
つ
と
し
て
の
自
衛
権
が
現
在
の
実
定
国
際
法
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
国
家
が
自
衛
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
現
在
の
国
際
法
で
は
、
①
「
武
力
攻
撃
（arm

ed at-

tack

）」
の
発
生
、
②
必
要
性
（necessity

）
と
均
衡
性
（proportionality

）、
③
「
安
全
保
障
理
事
会
が
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の

維
持
に
必
要
な
措
置
を
と
る
ま
で
の
間
」
に
限
る
こ
と
、
④
直
ち
に
国
連
の
安
全
保
障
理
事
会
に
報
告
す
る
こ
と
、
と
い
う
要
件
を
満

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
う
ち
特
に
問
題
が
多
い
の
は
①
の
要
件
で
あ
り
、
様
々
な
議
論
が
あ
る
が
、
国
際
司
法
裁
判
所

の
判
例
に
よ
れ
ば
、「
武
力
攻
撃
」
は
「
武
力
の
行
使
（use of force
）」（
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
）
よ
り
も
狭
い
概
念
で
あ
っ
て
、

例
え
ば
「
国
境
衝
突
事
件
（frontier incidents

）」
は
武
力
攻
撃
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
る
（
国
境
衝
突
事
件
に
つ
い
て
は
本
稿
三

1
を
参
照
）。

　

な
お
、
国
連
そ
の
他
の
国
際
組
織
も
国
家
と
同
様
に
「
自
衛
権
」
を
有
す
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
国
連
事
務
局
の

（
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）

（
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法
務
部
は
、
一
九
九
三
年
に
作
成
し
た
覚
書
に
お
い
て
、「
自
衛
権
は
、
国
家
に
だ
け
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
固
有
の
権
利
と

し
て
国
連
に
も
適
用
さ
れ
る
（applies as an inherent right also to the U
nited N

ations

）」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
国
連
国

際
法
委
員
会
（
以
下
「
Ｉ
Ｌ
Ｃ
」）
の
「『
国
際
組
織
の
責
任
』
に
関
す
る
条
文
」（
国
際
組
織
責
任
条
文
）
は
、
違
法
性
阻
却
事
由
の

一
つ
と
し
て
「
自
衛
（self-defence

）」
を
挙
げ
（
第
二
一
条
）、「
国
際
組
織
の
行
為
の
違
法
性
は
、
当
該
行
為
が
国
際
法
上
の
自
衛

の
合
法
的
な
措
置
を
構
成
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
る
」
と
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
前
者
（
国
連

事
務
局
法
務
部
の
覚
書
）
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
国
連
平
和
維
持
軍
が
部
隊
や
任
務
を
防
護
す
る
た
め
に
行
う
武
器
使
用
で
あ
り
、

国
連
が
国
家
の
自
衛
権
と
同
じ
意
味
で
の
「
自
衛
権
」、
つ
ま
り
、
国
連
そ
れ
自
身
の
安
全
や
存
立
を
守
る
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
自
衛
権
」
を
行

使
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
ま
た
、
国
際
組
織
責
任
条
文
が
国
際
組
織
の
責
任
に
関
す
る
違
法
性
阻
却
事
由
の

一
つ
と
し
て
「
自
衛
」
を
挙
げ
た
の
は
、
そ
の
注
釈
に
よ
れ
ば
、
同
意
、
自
衛
、
対
抗
措
置
、
不
可
抗
力
、
遭
難
と
い
う
五
つ
を
違
法

性
阻
却
事
由
と
し
て
列
挙
す
る
国
家
責
任
条
文
（
二
〇
条
～
二
五
条
）
と
「
平
仄
を
合
わ
せ
る
た
め
（For reasons of coheren-

cy

）」
で
し
か
な
く
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
も
、
や
は
り
国
連
平
和
維
持
軍
が
部
隊
や
任
務
を
防
護
す
る
た
め
に
行
う
武
器
使

用
で
あ
っ
て
、
国
連
が
国
家
と
同
じ
意
味
で
の
「
自
衛
権
」
を
有
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
実
際
、
同
注
釈
は
、「
国

連
軍
に
関
す
る
実
行
で
は
、『
自
衛
』
の
語
は
し
ば
し
ば
国
連
憲
章
第
五
一
条
が
想
定
す
る
の
と
は
別
の
状
況
に
関
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
と
は

0

0

0

0

別
の
意
味
で

0

0

0

0

0

用
い
ら
れ
て
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

2　

個
人
的
自
衛
（
個
人
の
正
当
防
衛
権
）

　

個
人
的
自
衛
（personal self-defense

）
と
は
、
例
え
ば
前
出
の
サ
ン
レ
モ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、「
攻
撃
ま
た
は
差

迫
っ
た
攻
撃
か
ら
自
己
（
お
よ
び
一
定
の
場
合
に
は
他
の
個
人
）
を
防
衛
す
る
個
人
の
権
利
」
と
定
義
さ
れ
る
。
個
人
的
自
衛
は
、
各

（
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国
の
刑
法
で
違
法
性
阻
却
事
由
の
一
つ
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
正
当
防
衛
（N

otw
ehr; légitim

e défense; self-defense

）
に
相

当
す
る
。
個
人
的
自
衛
は
、
各
国
刑
法
の
原
則
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
一
項
ｃ
号
の
意
味
に
お
け
る

法
の
一
般
原
則
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
り
、
慣
習
国
際
法
の
規
則
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

個
人
的
自
衛
（
正
当
防
衛
）
の
根
拠
に
つ
い
て
、
刑
法
学
で
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
（
正
当
防
衛
の
根
拠
に
つ
い
て
若

干
詳
し
く
検
討
す
る
の
は
、
二
で
述
べ
る
よ
う
に
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
根
拠
な
い
し
淵
源
を
個
人
の
正
当
防
衛
権

に
求
め
る
考
え
方
が
あ
る
た
め
で
あ
る
）。
国
内
（
特
に
日
本
と
ド
イ
ツ
）
の
刑
法
学
で
は
、
正
当
防
衛
を
個
人
の
自
己
保
存
本
能

（Selbsterhaltungstrieb
）
に
基
づ
く
自
然
的
権
利
（natürlichen Selbsterhaltungsrecht

）
と
し
て
説
明
す
る
学
説
も
な
い
訳

で
は
な
い
が
、
学
説
の
多
く
は
、
正
当
防
衛
権
の
根
拠
を
、
①
個
人
の
自
己
保
存
・
自
己
保
全
（Selbsterhaltung; Selbst-

schütz

）
の
利
益
と
②
「
法
確
証
（Rechtsbew

ährung

）」
の
利
益
と
い
う
二
つ
の
利
益
の
擁
護
に
求
め
る
（
二
要
素
説
）。
法
確
証

の
利
益
と
は
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
し
て
、
個
人
の
法
益
を
保
護
す
る
た
め
の
客
観
的
生
活
秩
序
で
あ
る
法
が
現
存
す
る
こ
と
を

確
証
す
る
利
益
」、
も
う
少
し
詳
し
く
言
え
ば
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
を
う
け
て
い
る
者
が
、
そ
の
侵
害
に
対
し
て
正
当
防
衛
を
す
る
こ

と
は
、
自
分
の
法
益
を
ま
も
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
、
法
秩
序
は
、
そ
の
侵
害
を
う
け
て
も
、
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
な
く
、
厳
然
と
し

て
、
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
し
め
す
と
い
う
形
で
、
法
秩
序
を
ま
も
る
こ
と
で
も
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

個
人
の
自
己
保
存
・
自
己
保
全
と
い
う
利
益
に
加
え
て
、
法
確
証
の
利
益
が
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
前
者
の
利
益
だ
け
で
は
、
例
え
ば

日
本
刑
法
や
ド
イ
ツ
刑
法
の
正
当
防
衛
規
定
に
お
い
て
、（
ⅰ
）
法
益
の
均
衡
（
害
の
均
衡
）
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、（
ⅱ
）
回

避
・
退
避
義
務
が
な
い
こ
と
（
補
充
性
の
要
件
が
な
い
こ
と
）、（
ⅲ
）
他
人
の
た
め
の
防
衛
（
緊
急
救
助
（N

othilfe

））
が
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
説
明
が
つ
か
な
い
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
刑
法
を
例
に
と
っ
て
言
え
ば
、
緊
急
避
難
の
場
合
に
法
益

の
均
衡
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（「［
緊
急
避
難
行
為
］
に
よ
っ
て
生
じ
た
害
が
避
け
よ
う
と
し
た
害
の
程
度
を
超
え
な
か
っ
た
場
合
に
限

（
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り
」
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
（
刑
法
第
三
七
条
一
項
））
の
に
対
し
、
正
当
防
衛
の
場
合
に
そ
れ
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
（（
ⅰ
））
の

は
、
自
己
保
存
・
自
己
保
全
の
利
益
に
法
確
証
の
利
益
が
「
加
算
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
当
防
衛
行
為
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る

法
益
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
害
さ
れ
る
法
益
（
侵
害
者
の
側
の
利
益
）
に
優
越
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
緊
急
避
難
の
場
合
の
「
や
む

を
得
ず
に
し
た
行
為
」
と
い
う
文
言
が
、
他
の
方
法
に
よ
っ
て
は
危
難
を
回
避
で
き
な
い
場
合
に
限
っ
て
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
る
と
い

う
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
（
補
充
性
の
要
件
）
の
に
対
し
、
正
当
防
衛
の
場
合
の
「
や
む
を
得
ず
に
し
た
行
為
」
と
い
う
文
言
（
刑
法

第
三
六
条
一
項
）
は
そ
の
よ
う
に
は
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
急
迫
不
正
の
侵
害
を
避
け
よ
う
と
思
え
ば
避
け
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

あ
え
て
退
避
・
回
避
せ
ず
に
正
当
防
衛
行
為
に
訴
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
は
（（
ⅱ
））、
正
当
防
衛
行
為
に
よ
っ

て
法
秩
序
が
守
ら
れ
る
（
法
確
証
）
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
刑
法
第
三
六
条
一
項
は
、
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
し
、

自
己
だ
け
で
な
く
、「
他
人
の
」
生
命
・
身
体
・
自
由
・
財
産
を
防
衛
す
る
た
め
に
正
当
防
衛
行
為
に
訴
え
る
こ
と
を
認
め
て
い
る

（（
ⅲ
））
が
、
こ
れ
は
、
個
人
の
「
自
己
保
存
本
能
」
に
よ
っ
て
は
説
明
し
得
ず
、
や
は
り
、
正
当
防
衛
権
が
法
確
証
の
利
益
の
擁
護

を
も
目
的
と
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
（
少
な
く
と
も
日
本
と
ド
イ
ツ
の
）
刑
法
学
で
は
、
個
人
の
自
己
保
存
・
自
己
保
全
の
利
益
に
、
法
確
証
の

利
益
を
「
加
算
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
当
防
衛
の
諸
要
件
を
説
明
す
る
考
え
方
が
有
力
で
あ
る
。
正
当
防
衛
の
こ
れ
ら
二
つ
の
側

面
の
う
ち
、
法
確
証
と
い
う
考
え
方
は
、
歴
史
的
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
由
来
し
、「
正
当
防
衛
を
不
法
の
否
定
と
し
て
実
定
法
内
の
現
象

0

0

0

0

0

0

0

と
解
す
る
」
考
え
方
、
あ
る
い
は
「
正
当
防
衛
を
国
家
に
よ
っ
て
個
人
に
付
与
さ
れ
た
権
利

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
把
握
す
る
」
考
え
方
で
あ
る
と
言

わ
れ
る
（
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
）。
こ
れ
に
対
し
、
個
人
の
自
己
保
存
・
自
己
保
全
と
い
う
考
え
方
は
、
歴
史
的
に
は
カ
ン
ト
の
国
家
契
約

説
に
由
来
し
、「
正
当
防
衛
を
前
国
家
的
な
自
然
権

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
把
握
す
る
」
考
え
方
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
（
カ
ン
ト
学
派
）。
言
い
換
え
れ

ば
、「
個
人
は
、
法
律
が
彼
に
必
要
な
保
護
を
与
え
る
と
い
う
条
件
の
下
に
お
い
て
の
み
、
自
己
防
御
と
い
う
自
然
権

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
国
家
に
捧
げ

（
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る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
が
み
ず
か
ら
保
護
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
違
法
な
攻
撃
に
対
し
て
は
、
自
然
的
な
原
初
の

0

0

0

0

0

0

0

、
す
べ
て
の
国
家

0

0

0

0

0

0

以
前
に
存
す
る

0

0

0

0

0

0

防
御
権
が
復
活
す
る
こ
と
に
な
る
」、
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
学
派
の
考
え
方
で
あ
る
。

　

正
当
防
衛
を
自
己
保
存
の
た
め
の
「
前
国
家
的
な
自
然
権
」
と
捉
え
る
こ
の
考
え
方
は
、
自
衛
隊
が
国
連
の
平
和
維
持
活
動
（
以
下

「
Ｐ
Ｋ
Ｏ
」）
に
参
加
す
る
場
合
の
武
器
使
用
に
つ
い
て
我
が
国
政
府
が
行
っ
て
き
た
説
明
と
よ
く
似
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
連
Ｐ

Ｋ
Ｏ
に
対
す
る
我
が
国
の
協
力
に
つ
い
て
定
め
た
国
際
平
和
協
力
法
は
、
第
二
四
条
三
項
に
お
い
て
、「
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
派
遣
先
国
に
お
い
て
国
際
平
和
協
力
業
務
に
従
事
す
る
自
衛
官
は
、
自
己
又
は
自
己
と
共
に
現
場
に
所
在
す
る
他
の
自
衛
隊
員
、
隊

員
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
行
う
に
伴
い
自
己
の
管
理
の
下
に
入
っ
た
者
の
生
命
又
は
身
体
を
防
衛
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
態
に
応
じ
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
限
度
で
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
ホ

⑵
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
計
画
に
定
め
る
装
備
で
あ
る
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
政
府
は
従

来
、
こ
の
規
定
に
基
づ
く
武
器
の
使
用
に
つ
い
て
、「
い
わ
ば
自
己
保
存
の
た
め
の
自
然
権
的
権
利
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
『
武
器
の
使
用
』
は
、
憲
法
第
九
条
第
一
項
で
禁
止
さ
れ
た
『
武
力
の
行
使
』
に
は
当
た
ら
な
い
」

と
説
明
し
て
き
た
。
こ
の
説
明
は
、
自
己
の
生
命
等
を
防
衛
す
る
た
め
の
武
器
使
用
が
「
い
わ
ば
自
己
保
存
の
た
め
の
自
然
権
的
権
利

と
い
う
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
点
で
、
正
当
防
衛
の
根
拠
を
自
己
保
存
の
利
益
に
求
め
、
正
当
防
衛
権
を
前
国
家
的
な
自
然
権
と

捉
え
る
カ
ン
ト
学
派
の
系
譜
に
連
な
る
考
え
方
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
、
政
府
が
従
来
、
い
わ
ゆ
る
「
駆
け
付
け
警
護
」
─
─
同
じ
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
参
加
し
て
い
る
他
国
の
部
隊
が
攻
撃
を
受
け
て

い
る
と
き
に
、
そ
の
場
所
ま
で
駆
け
付
け
て
当
該
部
隊
を
救
援
・
防
衛
す
る
こ
と
─
─
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、「
自
己
保
存
の

た
め
の
自
然
権
的
権
利
」
と
い
う
考
え
方
に
由
来
す
る
。
つ
ま
り
、「
自
己
の
生
命
、
身
体
の
危
険
が
な
い
場
合
に
あ
え
て
駆
け
付
け

て
武
器
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
れ
ば
、
…
…
言
わ
ば
自
己
保
存
の
た
め
の
自
然
権
的
権
利
と
い
う
べ
き
も
の
の
範
囲
を

（
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超
え
る
」
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
国
内
の
刑
法
学
で
も
、
正
当
防
衛
権
を
個
人
の
自
己
保
存
本
能
に
基
づ
く

自
然
的
権
利
と
捉
え
る
学
説
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
学
説
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
（
緊
急
救
助
）
の
根
拠
を

説
明
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
緊
急
救
助
を
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
許
さ
れ
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、「
不

正
の
侵
害
を
受
け
て
い
る
者
と
一
定
の
生
活
関
係
に
あ
る
者
（
た
と
え
ば
、
そ
れ
を
扶
養
し
て
い
る
者
と
か
そ
の
配
偶
者
と
い
っ
た

者
）」
に
限
定
す
る
説
も
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
日
本
や
ド
イ
ツ
の
正
当
防
衛
規
定
に
お
い
て
退
避
・
回
避
義
務
が
な
い
と
解
さ
れ
て

い
る
の
は
、
正
当
防
衛
規
定
が
自
己
保
存
だ
け
で
な
く
法
確
証
の
利
益
の
擁
護
を
も
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
正
当
防
衛
を
も

っ
ぱ
ら
自
己
保
存
の
利
益
の
擁
護
の
た
め
の
も
の
と
捉
え
る
場
合
に
は
説
明
が
つ
か
な
い
と
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
駆
け
付
け
警
護
」

は
、
退
避
・
回
避
が
可
能
な
場
合
に
退
避
・
回
避
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
積
極
的
に
危
険
な
場
所
に
赴
き
、
そ
こ
で
自
ら
で
は
な

く
他
人
（
他
国
の
部
隊
等
）
の
生
命
等
を
防
護
す
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
武
器
使
用
を
「
自
己
保
存
の
た
め
の

自
然
権
的
権
利
」
と
捉
え
る
場
合
に
こ
れ
が
否
定
的
に
解
さ
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。

　

3　

任
務
遂
行
の
た
め
の
実
力
（
武
力
）
の
行
使

　

前
出
の
米
軍
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
は
、「
自
衛
の
た
め
の
実
力
（
武
力
）
の
行
使
」
と
「
任
務
遂
行
の
た
め
の
実
力
（
武
力
）
の
行
使
（the 

use of force for m
ission accom

plishm
ent

）」
と
を
区
別
し
て
い
る
。
米
軍
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
に
よ
れ
ば
、
前
者
に
は
、
国
家
的
自
衛
、

個
人
的
自
衛
お
よ
び
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
三
つ
が
含
ま
れ
、
後
者
は
、
そ
れ
ら
以
外
の
場
合
に
お
け
る
実
力
（
武

力
）
の
行
使
で
あ
る
。

　

米
軍
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
が
「
任
務
」
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
場
合
の

「
任
務
」
に
は
、
①
国
家
に
固
有
の
任
務
と
、
②
国
連
そ
の
他
の
国
際
組
織
か
ら
付
与
さ
れ
る
任
務
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
①

（
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）
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の
意
味
で
の
任
務
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
領
域
内
（
一
定
の
場
合
に
は
領
域
外
）
に
お
い
て
法
秩
序
を
維
持
す
る
と
い
う
国
家
の
任
務

が
あ
る
（
統
治
権
な
い
し
国
家
管
轄
権
の
行
使
）。
国
家
管
轄
権
の
行
使
の
う
ち
、
物
理
的
強
制
力
の
使
用
を
伴
う
も
の
は
、
一
般
に
、

警
察
権
の
行
使
（police actions

）
と
か
法
執
行
（law

 enforcem
ent

）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
警
察
権
は
通
常
は
国
の
法
執
行
機
関

に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
が
、
軍
隊
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
②
の
意
味
で
の
任
務
と
し
て
は
様
々
な
も
の
が
あ
り
得
る
が
、

実
力
（
武
力
）
の
行
使
を
伴
う
も
の
の
典
型
例
は
、
国
連
憲
章
第
七
章
に
基
づ
く
軍
事
的
強
制
措
置
（
安
全
保
障
理
事
会
のauthori-

zation

に
基
づ
く
も
の
を
含
む
）
に
参
加
す
る
加
盟
国
部
隊
に
付
与
さ
れ
る
任
務
が
あ
る
。
ま
た
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
は
強
制
行
動
で
は
な

い
が
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
参
加
す
る
加
盟
国
部
隊
が
任
務
の
遂
行
に
当
た
っ
て
実
力
（
武
力
）
を
行
使
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

任
務
遂
行
の
た
め
の
実
力
（
武
力
）
は
、
何
ら
か
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
い
ず
れ
か
の
者
ま
た
は
国
に
対
し
て
自
ら
の
意
思

を
強
制
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
積
極
的
に
行
使
さ
れ
る
点
で
、
自
ら
に
対
す
る
攻
撃
そ
の
他
の
侵
害
行
為
を
排
除
す
る
た
め
に
防
御

的
・
消
極
的
に
行
使
さ
れ
るself-defense
（
国
家
的
自
衛
、
個
人
的
自
衛
お
よ
び
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
含
む
。
こ

れ
ら
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
二
と
三
で
検
討
す
る
）
と
は
性
質
が
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
関
係
は
、
基
本
的
に
は
問
題
と

な
ら
な
い
。

　

た
だ
し
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
任
務
遂
行
の
た
め
の
実
力
（
武
力
）
の
行
使
は
、「
自
衛
（self-defense

）」
と
い
う
言
葉
で
表

現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
と
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
の
関
係
は
若
干
問
題
と
な
る
。
周
知
の
通
り
、
国
連
Ｐ

Ｋ
Ｏ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
基
本
原
則
と
し
て
、
①
同
意
原
則
（consent of the parties

）、
②
公
平
原
則
（im

partiality

）、
③
自
衛

原
則
（N

on-use of force except in self-defence

）
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
③
は
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
要
員
が
「
自
衛
の
場
合

を
除
い
て
実
力
（
武
力
）
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
原
則
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
の
「
自
衛
」
に
は
、（
ａ
）
Ｐ
Ｋ
Ｏ
要
員

の
生
命
等
の
防
護
だ
け
で
な
く
、（
ｂ
）
任
務
遂
行
を
妨
害
す
る
行
為
の
排
除
（「［
平
和
維
持
］
軍
が
安
全
保
障
理
事
会
の
マ
ン
デ
ー

（
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ト
の
下
で
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
強
力
的
手
段
に
よ
っ
て
妨
害
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
対
す
る
抵
抗
（resistance to attem

pts 

by forceful m
eans to prevent it from

 discharging its duties under the m
andate of the Security Council

）」）
も
含
ま

れ
る
と
さ
れ
て
き
た
（（
ａ
）
は
「
狭
義
の
自
衛
」、（
ｂ
）
は
「
広
義
の
自
衛
」
と
も
呼
ば
れ
る
）。（
ｂ
）
は
“mission self-de-

fense

”と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
マ
ク
ラ
フ
リ
ン
（Rob M

cLaughlin

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
実
力
（
武
力
）
行

使
は
「
マ
ン
デ
ー
ト
の
目
的
を
追
求
し
、
ま
た
は
マ
ン
デ
ー
ト
の
実
施
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
環
境
を
保
護
す
る
た
め
の
武
力
の
行

使
」
と
言
え
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
え
て
こ
れ
を
「
自
衛
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
は
混
乱
を
招
く
だ
け
で
あ
る
。
マ
ク
ラ

フ
リ
ン
が
言
う
よ
う
に
、（
ｂ
）
の
よ
う
な
実
力
（
武
力
）
の
行
使
を
可
能
に
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
国
連
か
ら
与
え
ら
れ
る
マ
ン

デ
ー
ト
な
の
で
あ
っ
て
、「［
マ
ン
デ
ー
ト
か
ら
は
］
独
立
し
た
、
慣
習
に
基
づ
く
権
利
（independent and custom

-based 

right

）」
で
あ
る
（
ａ
）
と
は
性
質
が
異
な
る
。（
ｂ
）
の
よ
う
な
実
力
（
武
力
）
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
権
限
が
国

連
か
ら
明
示
的
ま
た
は
黙
示
的
に
付
与
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
、
そ
の
法
的
性
質
に
つ
い

て
、
国
家
的
自
衛
な
の
か
、
個
人
的
自
衛
な
の
か
、
そ
れ
と
も
部
隊
に
固
有
の
権
利
な
の
か
と
い
う
見
解
の
対
立
が
あ
る
が
、
少
な
く

と
も
、
国
連
か
ら
付
与
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
概
念
と

の
異
同
が
問
題
に
な
る
の
は
、（
ｂ
）
よ
り
も
、
む
し
ろ
（
ａ
）
の
意
味
で
の
「
自
衛
」
で
あ
る
。

二　

ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
に
関
す
る
学
説

　

以
上
の
こ
と
を
前
提
に
、
以
下
で
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
に
関
す
る
学
説
を
検
討
す
る
。
ユ
ニ
ッ

ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
国
家
的
自
衛
の
一
つ
の
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
（
以
下
「
国

家
的
自
衛
説
」
と
い
う
）
と
、
国
家
的
自
衛
と
は
区
別
さ
れ
る
別
個
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
と
が
対
立
し
て
い
る
。
後
者
は
、

（
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）
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ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
個
人
的
自
衛
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
考
え
方
（
以
下
「
個
人
的
自
衛
説
」
と
い
う
）
と
、
ユ
ニ

ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
国
家
的
自
衛
と
も
個
人
的
自
衛
と
も
異
な
る
、
部
隊
に
固
有
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
（
以
下

「
部
隊
防
衛
説
」
と
い
う
）
と
に
分
か
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
説
の
主
張
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

1　

国
家
的
自
衛
説

　

ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
国
家
的
自
衛
の
一
つ
の
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
説
の
代
表
的
論
者
は
、
デ
ィ
ン
ス
タ

イ
ン
（Y

oram
 D

instein
）
で
あ
る
。
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
米
軍
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
が
採
用
す
る
国
家
的
自
衛
と
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ

ィ
フ
ェ
ン
ス
と
の
区
別
（
本
稿
二
六
頁
）
に
つ
い
て
言
及
し
、
こ
の
区
別
は
「
様
々
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
と
ら
れ
る
行
動
に
つ
い
て
の

権
限
と
責
任
を
明
確
に
定
め
る
の
で
、
国
の
軍
隊
の
Ｒ
Ｏ
Ｅ
を
規
定
す
る
際
に
は
か
な
り
有
用
で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
つ
つ
、「
国
際

武
力
紛
争
法
の
文
脈
で
は
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
で
あ
る
と
述
べ
て
こ
れ
を
批
判
す
る
。
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

国
際
法
の
観
点
か
ら
は
、
す
べ
て
の
自
衛
は
国
家
的
自
衛
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
の
部
隊
が
武
力
攻
撃

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
反
撃
す
る
こ
と
と

0

0

0

0

0

0

0

0

、
軍
隊
組
織
全
体
が
そ
う
す
る
こ
と
と
の
間
に
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
質
的
な
相
違
で
は
な
く
、
量
的
な
相
違
が
あ
る
だ
け
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

あ
る

0

0

。
他
国
に
よ
る
武
力
攻
撃
に
対
抗
し
て
武
力
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
大
き
さ
の
部
隊
に
よ
る
も
の
で
あ

れ
、
ま
た
用
い
ら
れ
る
武
力
の
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
国
家
的
自
衛
の
発
現
（m

anifestation

）
で
あ
り
、
当
該
行
動
の

合
法
性
は
、［
国
連
憲
章
］
第
五
一
条
お
よ
び
慣
習
国
際
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。

　

デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
国
の
軍
隊
が
行
う
行
為
は
、
そ
れ
が
上
級
の
将
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
下
級
の
部

（
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）

（
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）
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隊
指
揮
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
の
国
に
帰
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
呼
ば
れ

る
も
の
（
個
別
の
部
隊
単
位
で
行
わ
れ
る
反
撃
行
為
）
は
、「
現
場
に
お
け
る
反
撃
（on-the-spot reaction

）」
と
呼
ぶ
方
が
よ
り
適

切
で
あ
る
と
い
う
（self-defense

をʻnationalʼ self-defense

とʻunitʼ self-defense

と
に
分
け
る
と
、
両
者
が
質
的
に
異
な
る

別
々
の
権
利
で
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
や
す
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
の
よ
う
で
あ
る
）。

　

デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、「
現
場
に
お
け
る
反
撃
」
の
具
体
例
と
し
て
、
①
Ａ
国
の
国
境
警
備
隊
が
Ｂ
国
と
の
国
境
付
近
で
Ｂ
国
の
前

哨
部
隊
か
ら
発
砲
を
受
け
た
場
合
に
、
Ａ
国
の
国
境
警
備
隊
（
近
く
に
居
る
別
の
部
隊
が
こ
れ
を
援
助
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
）
が
こ

の
奇
襲
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
発
砲
し
返
す
こ
と
（
国
境
衝
突
事
件
）
と
、
②
Ｃ
国
の
駆
逐
艦
が
公
海
上
で
Ｄ
国
の
潜
水
艦
に
対
し
爆
雷

を
投
下
し
た
場
合
に
、
Ｄ
国
潜
水
艦
が
こ
の
駆
逐
艦
に
対
し
て
魚
雷
を
発
射
し
て
反
撃
す
る
こ
と
（
公
海
上
の
軍
艦
に
よ
る
反
撃
行

為
）
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
国
境
衝
突
事
件
（
①
）
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
武
力

攻
撃
を
構
成
し
な
い
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
妥
当
で
は
な
く
、「
単
な
る
国
境
衝
突
事
件
」
が
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
こ
と
は
あ
り
得
、

し
た
が
っ
て
自
衛
権
に
よ
る
対
応
も
許
さ
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
②
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
（Ian Brow

nlie

）
の
著
作
を
引

用
し
つ
つ
、
公
海
上
の
船
舶
が
他
の
船
舶
や
航
空
機
か
ら
の
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
武
力
に
よ
っ
て
反
撃
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
学
説

は
一
致
し
て
お
り
、
ま
た
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
コ
ル
フ
海
峡
事
件
（
本
案
）
判
決
も
「
国
際
海
峡
（international w

aterw
ays

）

を
通
航
中
の
軍
艦
が
沿
岸
の
砲
台
か
ら
『
砲
撃
を
受
け
た
場
合
に
直
ち
に
反
撃
す
る
（retaliate quickly

）』
権
利
を
有
す
る
こ
と
を

当
然
の
こ
と
と
見
な
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、「
こ
れ
ら
は
、
明
ら
か
に
、［
国

連
憲
章
］
第
五
一
条
お
よ
び
慣
習
国
際
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
自
衛
の
措
置
で
あ
る
」
と
い
う
。

　

ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
国
家
的
自
衛
の
一
つ
の
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
学
説
と
し
て
は
、
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン

の
ほ
か
に
、
例
え
ば
ノ
イ
ス
（John E. N

oyes

）
が
、
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
を
引
用
し
つ
つ
、「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の

（
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）

（
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）
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）
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）
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カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
国
内
の
政
府
活
動
の
観
点
か
ら
、
つ
ま
り
、
一
定
の
権
限
を
、
政
策
的
ま
た
は
戦
略
的
決
定
を
行
う
責
任
を
有
す
る

政
府
高
官
に
で
は
な
く
、
艦
船
の
指
揮
官
に
配
分
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
有
用
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ユ
ニ
ッ
ト
・

セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
、
国
際
法
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
は
、
国
家
的
自
衛
と
別
個
の
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
例
や
、
ホ
サ

ン
グ
（H

ans F.R. Boddens H
osang

）
が
、「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
、
国
家
の
自
衛
権
を
部
隊
レ
ベ
ル
で
表
現
し

た
も
の
（a unit-level representation of the national self-defence

）
で
あ
る
」
と
述
べ
る
例
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

2　

個
人
的
自
衛
説

　

他
方
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
国
家
的
自
衛
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
正
当
防
衛
権
（
個
人
的
自
衛
）
に

よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
権
利
で
あ
る
と
す
る
学
説
が
あ
る
。
例
え
ば
、
米
国
国
務
省
法
律
顧
問
室
法
律
顧
問
（attorney-advis-

er

）
の
ト
ラ
ム
ブ
ル
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
検
討
し
た
最
近
の
論
文
に
お
い
て
、
ユ
ニ
ッ

ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
国
家
的
自
衛
の
一
形
態
と
考
え
る
説
（
国
家
的
自
衛
説
：the N

ational Self-D
efense T

heory

）
を

批
判
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
権
利
と
国
家
的
自
衛
と
は
、
例
え
ば
武
力
を
用
い
る
決
定
を
行
い
得
る
権
限
を
誰
が
有
す

る
か
と
か
、
攻
撃
に
対
し
て
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
武
力
の
性
質
や
範
囲
と
い
っ
た
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
点
に
お
い
て
根
本
的

に
異
な
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
権
利
と
国
家
的
自
衛
の
権
利
と
の
そ
う
し
た
重
要
な
相
違
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・

0

0

0

0

0

セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
権
利
が
国
連
憲
章
第
五
一
条
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
法

に
お
い
て
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
は
、［
国
連
憲
章
第
五
一
条
］

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
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以
外
の
何
か
別
の
も
の
に
見
い
だ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

　

ト
ラ
ム
ブ
ル
は
、
国
家
的
自
衛
説
を
批
判
す
る
論
拠
と
し
て
、
次
の
六
つ
の
点
を
挙
げ
て
い
る
（
こ
れ
ら
の
論
拠
の
中
に
は
あ
ま
り

説
得
的
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
ひ
と
ま
ず
、
ト
ラ
ム
ブ
ル
の
主
張
内
容
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
）。

第
一
に
、
国
家
的
自
衛
説
は
、
諸
国
の
言
動
と
一
致
し
な
い
。
例
え
ば
、
米
軍
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
は
、「
権
限
あ
る
当
局
に
よ
る
国
家
的
自
衛

の
権
利
お
よ
び
義
務
の
行
使
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
行
使
す
る
指
揮
官
の
権
利
お
よ
び
義
務
と
は
別
個
の
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
軍
事
大
国
の
専
門
家
に
よ
り
起
草
さ
れ
た

サ
ン
レ
モ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
も
、
国
家
的
自
衛
と
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
の
区
別
を
肯
定
し
て
い
る
。
第
二
に
、

国
家
的
自
衛
説
は
、
国
家
の
法
人
格
と
個
人
と
の
違
い
を
混
同
し
て
い
る
。
例
え
ば
国
連
憲
章
は
国
家
間
の
行
動
を
規
律
す
る
も
の
で

あ
り
、
個
人
が
自
ら
を
防
衛
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
ま
た
、（
個
人
の
）
正
当
防
衛
を
責
任
阻
却
事
由
と
し
て

挙
げ
つ
つ
、
た
だ
し
書
に
お
い
て
「
当
該
者
が
軍
隊
が
行
う
防
衛
行
動
に
関
与
し
た
事
実
そ
れ
自
体
は
、
こ
の
（
ｃ
）
の
規
定
に
基
づ

く
刑
事
責
任
の
阻
却
事
由
を
構
成
し
な
い
」
と
規
定
す
る
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
第
三
一
条
一
項
ｃ
号
は
、
国
家
的
自
衛
と
個
人
的
自

衛
が
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
第
三
に
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
国
家
的
自
衛
と
は
、
そ
れ
を

行
使
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
が
、
異
な
る
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
的
自
衛
を
行
使
す
る
か
ど
う
か
は
、
国
家
の
外
交

や
安
全
保
障
政
策
に
関
わ
る
決
定
で
あ
り
、
政
府
の
も
っ
と
も
高
い
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
る
の
に
対
し
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ

ン
ス
は
、
部
隊
指
揮
官
（
場
合
に
よ
っ
て
は
個
々
の
兵
士
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
第
四
に
、
国
家
的
自
衛
説
は
、

国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
関
す
る
実
行
を
説
明
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
連
の
指
揮
の
下
で
活
動
す
る
平
和
維
持
軍
は
、
自
ら
の
部
隊
を
防
衛

す
る
た
め
に
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
平
和
維
持
軍
に
対
す
る
攻
撃
を
個
別
国
家
に
対
す
る
攻
撃
と

（
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解
す
る
こ
と
は
多
く
の
場
合
に
お
い
て
無
理
で
あ
る
し
、
ま
た
、
国
連
は
国
家
で
は
な
い
か
ら
国
連
の
自
衛
権
と
し
て
説
明
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
。
第
五
に
、
各
国
の
Ｒ
Ｏ
Ｅ
に
よ
れ
ば
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
他
国
の
軍
隊
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
だ

け
で
な
く
、
非
国
家
集
団
や
個
人
か
ら
の
敵
対
的
行
為
（hostile acts

）
に
対
し
て
も
行
使
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般

的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
国
家
的
自
衛
は
非
国
家
集
団
か
ら
の
武
力
攻
撃
に
対
し
て
は
行
使
で
き
な
い
（
領
域
国
が
非
国
家
集
団
の
行
動

を
取
り
締
ま
る
意
思
と
能
力
を
欠
い
て
い
る
場
合
か
、
非
国
家
集
団
の
行
為
が
国
家
に
帰
属
す
る
場
合
に
し
か
行
使
で
き
な
い
）
と
さ

れ
て
い
る
。
第
六
に
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
国
家
的
自
衛
と
の
間
に
は
、
求
め
ら
れ
る
必
要
性
や
即
時
性
の
点
に
お

い
て
質
的
な
相
違
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
攻
撃
に
対
し
て
、
か
つ
、
そ
の

攻
撃
元
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
攻
撃
が
行
わ
れ
た
数
日
後
に
、
攻
撃
を
行
っ
た
の
と
は
別
の
者
や
団
体
に
対
し
て
行
う
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
国
家
的
自
衛
の
行
使
に
お
い
て
も
、
必
要
性
・
均
衡
性
・
即
時
性
の
要
件
に
従
う

必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
場
合
よ
り
も
緩
や
か
で
あ
り
、
武
力
攻
撃
が
行
わ
れ
た
数
週
間
後

（
場
合
に
よ
っ
て
は
数
ヶ
月
後
に
）、
武
力
攻
撃
の
脅
威
を
取
り
除
く
た
め
、
武
力
攻
撃
を
行
っ
た
者
や
団
体
以
外
の
も
の
に
対
し
て

行
使
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
ト
ラ
ム
ブ
ル
は
、「［
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
］
の
根
拠
は
、［
国
連
憲
章
第
五
一
条
］
以
外
の
何0

か
別
の
も
の

0

0

0

0

0

に
見
い
だ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
「
何
か
別
の
も
の
」
と
は
何
か
。
ト
ラ
ム
ブ

ル
は
、
こ
の
点
を
論
文
の
射
程
外
の
問
題
で
あ
る
─
─
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
国
家
的
自
衛
の
相
違
を
論
証
す
る
こ
と

が
こ
の
論
文
の
目
的
で
あ
る
─
─
と
し
つ
つ
、「
部
隊
を
防
衛
す
る
指
揮
官
の
権
利
は
、
す
べ
て
の
兵
士
が
有
す
る
固
有
の
自
衛
権
を

論
理
的
に
拡
張
し
た
も
の
で
あ
る
（a logical extension of every soldierʼs inherent right of self defense

）」
と
述
べ
る
ニ

ュ
ー
ト
ン
（M

ichael A
. N

ew
ton

）
の
論
文
を
引
用
し
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
個
人
的
自
衛
（
個
人
の
正
当
防
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衛
権
）
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
個
人
的
自
衛
の
「
論
理
的
［
な
］
拡
張
」
と
は

具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
、
つ
ま
り
、
個
人
が
有
す
る
正
当
防
衛
権
を
部
隊
単
位
で
集
合
的
に
行
使
す
る
こ
と
（
“collective 

personal self-defence

”）
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
個
人
的
自
衛
（
個
人
の
正
当
防
衛
権
）
と
は
質
的
に
異
な
る
権
利
の
行

使
を
意
味
す
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
個
人
的
自
衛
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
学
説
と
し
て
は
、
ト
ラ
ム
ブ
ル
の
ほ
か
に
、
例
え
ば
マ

ク
ラ
フ
リ
ン
が
、「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
、
概
念
的
に
国
家
的
自
衛
と
別
個
の
も
の
」
で
あ
り
、「
諸
個
人
が
有
す
る

奪
い
得
な
い
地
位
（inalienable status attaching to individuals

）」
で
あ
る
と
述
べ
る
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
学

説
で
は
な
い
が
、
前
出
（
本
稿
二
八
頁
）
の
国
際
軍
事
法
・
戦
争
法
学
会
第
一
九
回
国
際
研
究
大
会
の
際
に
質
問
に
回
答
し
た
一
〇
カ

国
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
八
カ
国
（
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
チ
ェ
コ
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ス
イ
ス
、
ザ
ン
ビ
ア
、
ド
イ
ツ
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
）
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
個
人
的
自
衛
と
区
別
さ
れ
た
独
自
の
権
利
と
は
捉
え
ず
、
個
人
的
自
衛
の

集
合
的
行
使
（collective personal self-defence
）
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
回
答
を
し
た
。

　

3　

部
隊
防
衛
説

　

ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
理
論
的
に
は
、
国
家
的
自
衛
と
も
個
人
的
自
衛
と
も
異
な
る
、
部
隊

に
固
有
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
第
三
の
考
え
方
（
部
隊
防
衛
説
）
が
あ
り
得
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
明
確
に
提
示

し
て
い
る
学
説
を
見
つ
け
る
の
は
意
外
と
難
し
い
。
こ
の
考
え
方
を
と
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
と
し
て
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
海
軍
少
佐
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
が
一
九
九
八
年
に
発
表
し
た
論
文
が
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
こ
の

論
文
の
中
に
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
個
人
的
自
衛
（
個
人
の
正
当
防
衛
権
）
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
て
い
る
よ
う
に
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読
め
る
箇
所
が
あ
る
一
方
、「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
権
利
は
、
国
家
実
行
に
よ
っ
て
現
在
証
明
さ
れ
る
も
の
と
し
て

は
、
国
の
軍
隊
に
の
み
適
用
さ
れ
る
」
と
か
、「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
権
利
は
、
組
織
全
体
と
し
て
の
部
隊
に
帰
属

す
る
（attaches to the unit as an organic w

hole

）
慣
習
的
権
利
で
あ
る
」
な
ど
と
述
べ
て
お
り
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ

フ
ェ
ン
ス
を
個
人
の
正
当
防
衛
権
で
は
な
く
、
部
隊
に
固
有
の
権
利
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
議
論
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
個
人
的
自
衛
と
の
関
係
に
つ
い
て
曖
昧
な
部
分
が
あ
る
が

（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
）、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
国
家
的
自
衛
と
を
は
っ
き
り
別
の
性
質
の
も
の
と

捉
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
国
家
的
自
衛
と
を
区
別
す
る
点
は
2
で
検
討
し
た
ト
ラ

ム
ブ
ル
の
議
論
と
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
論
拠
が
ト
ラ
ム
ブ
ル
と
は
若
干
異
な
る
た
め
、
こ
の
点
に
関
す
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
議
論

も
こ
こ
で
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、「［
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
］
は
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
に
基
づ
く
権
限
で
は
な
く
、
よ
り
一
般

的
な
原
則
（m

ore general principles

）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
独
自
の
権
利
（a right sui generis

）
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
自
衛
権
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
の
立

場
を
明
確
に
す
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、「
軍
艦
や
軍
用
機
に
対
す
る
散
発
的
な
（isolated

）
攻
撃
」
は
、
必
ず
し
も
国
連

憲
章
第
五
一
条
に
基
づ
く
自
衛
権
の
発
動
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
武
力
行
使
に
関
す
る
制
限
的
解
釈
説
─
─
武
力
行
使
禁
止

原
則
の
例
外
の
範
囲
を
狭
く
解
し
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
は
個
別
国
家
に
よ
る
合
法
的
な
武
力
行
使
の
唯
一
の
根
拠
で
あ
る
と
す
る
説

─
─
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
軍
隊
が
自
ら
を
防
衛
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
そ
の

例
と
し
て
、
制
限
的
解
釈
説
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
が
、「
公
海
上
の
船
舶
は
、
他
の
船
舶
ま
た
は
航
空
機
に
よ
る
攻

撃
を
撃
退
す
る
た
め
に
、
そ
の
脅
威
と
均
衡
す
る
武
力
を
行
使
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
が
こ
の
こ
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と
の
根
拠
と
し
て
「
一
般
原
則
（general principles

）」
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
権
利
は
、
国
連
憲
章
第

五
一
条
で
は
な
く
、「
一
般
的
な
法
の
共
通
原
則
（general com

m
on law

 principles

）」
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
、

と
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
い
う
。

　

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
行
使
が
問
題
と
な
る
典
型
的
な
状
況
と
し
て
、
公
海
上
の
軍
艦
が
攻

撃
を
受
け
た
場
合
の
ほ
か
に
、「
国
境
衝
突
事
件
（a frontier incident

）」
を
挙
げ
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件

判
決
に
お
い
て
、「
国
境
衝
突
事
件
」
が
武
力
攻
撃
に
該
当
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
し
た
が
っ
て
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
に
基
づ
く
自

衛
権
発
動
の
余
地
を
否
定
し
た
が
、
他
方
で
、
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
侵
害
行
為
に
対
し
て
「
均
衡
の
と
れ
た
対
抗
措
置
（propor-

tionate counter-m
easures

）」
を
と
れ
る
こ
と
は
認
め
た
。「
均
衡
の
と
れ
た
対
抗
措
置
」
が
武
力
の
行
使
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
て

も
よ
い
の
か
に
つ
い
て
裁
判
所
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
仮
に
武
力
の
行
使
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
し
て
も
、
裁
判
所
が

「
集
団
的
な
（collective

）」
─
─
つ
ま
り
第
三
国
に
よ
る
─
─
「
均
衡
の
と
れ
た
対
抗
措
置
」
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
点
が
、

「［
軍
隊
の
］
作
戦
上
の
現
実
（operational reality

）」
の
観
点
か
ら
見
て
問
題
と
な
る
。「
集
団
的
な
」「
均
衡
の
と
れ
た
対
抗
措

置
」
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
、
例
え
ば
、
米
海
軍
の
軍
艦
が
攻
撃
を
受
け
て
い
る
場
合
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
海
軍
が
そ
れ
を

救
助
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
、
た
と
え
米
海
軍
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
海
軍
が
共
同
作
戦
に
従
事
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
禁
止
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
一
九
四
九
年
の
コ
ル
フ
海
峡
事
件
判
決
で
は
、
軍
艦
が
陸
地

か
ら
「
発
砲
を
受
け
た
（fired upon

）」
場
合
─
─
こ
の
場
合
が
「
国
境
衝
突
事
件
」
に
近
い
状
況
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は

な
い
、
と
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
い
う
─
─
に
反
撃
す
る
権
利
を
認
め
て
い
た
が
、
同
判
決
で
は
、
他
国
の
軍
艦
を
救
助
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
っ
た
制
限
を
課
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
以
上
の
こ
と
に
鑑
み
て
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、
主
と
し
て
国
家
的
自
衛
の
問
題
を
扱

い
、
ま
た
、
一
方
当
事
国
で
あ
る
米
国
が
先
決
的
抗
弁
手
続
に
お
い
て
し
か
立
論
を
行
わ
な
か
っ
た
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
判
決
に
つ
い
て
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は
、
そ
の
先
例
性
を
限
定
的
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
と
は
別
個
に
存

在
す
る
権
利
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
馬
鹿
げ
た
結
果
」
が
生
じ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
結
論
づ
け
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、
軍
の
部
隊
や
軍
艦
に
対
す
る
散
発
的
な
攻
撃
は
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
「
武
力
攻
撃
」
に

当
た
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
攻
撃
に
対
し
て
部
隊
や
軍
艦
が
反
撃
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
は
学
説
上
も
判
例
上
も
認
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
主
た
る
論
拠
に
し
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
国
家
的
自
衛
と
は
性
質
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
る
。
ユ

ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
国
家
的
自
衛
の
一
形
態
で
な
い
と
す
る
と
、
そ
れ
が
何
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
権
利
な
の
か

が
次
に
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
論
文
の
中
に
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
個
人
的

自
衛
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
部
分
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ

デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
「
慣
習
国
際
法
上
の
実
定
的
権
利
（a positive right

）
と
し
て
存
在
す
る
」
も
の
で
あ
る
が
、「
そ
の
根
底
に
は

『
自
然
法
』
の
伝
統
（a ʻnatural law

ʼ heritage

）
を
有
す
る
」。
つ
ま
り
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
、「
逸
脱
で
き

な
い
人
権
（a non-derogable hum

an right
）」
で
あ
り
、「
政
府
に
よ
る
同
意
や
規
制
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
（beyond the 

reach of governm
ent consent and control

）」
な
の
で
あ
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
「
逸
脱
で
き
な
い
人
権
」

で
あ
る
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
、
そ
れ
が
生
命
に
対
す
る
権
利
と
い
う
人
権
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、「
政

府
に
よ
る
同
意
や
規
制
の
範
囲
を
超
え
る
」
と
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
逸
脱
で
き
な
い
人
権
で
あ
る
か
ら
国
が
Ｒ

Ｏ
Ｅ
な
ど
に
よ
っ
て
そ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
は
原
理
的
に
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル

フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
、
ま
さ
に
そ
の
個
人
的
な
性
格

0

0

0

0

0

0

0

0

ゆ
え
に
（by its very personal nature

）、
国
家
が
も
っ
て
い
る
諸
権
利
と
は

ま
っ
た
く
法
的
性
質
が
異
な
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
こ
の
議
論
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
正
当
防
衛
権
と
い
う
個
人
の
権
利
に
基
礎
づ
け
る
議
論

（
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）

（
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）

（
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（
個
人
的
自
衛
説
）
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
が
「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
権

利
は
…
…
国
の
軍
隊
に
の
み
適
用
さ
れ
る
」
と
か
、「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
権
利
は
、
組
織
全
体
と
し
て
の
部
隊
に

帰
属
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
（
本
稿
四
五
頁
参
照
）、
つ
ま
り
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
部
隊
に
固
有
の
権
利
と
捉

え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
明
確
な
答
え
は
ス
テ

ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
論
文
の
中
に
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
ユ
ニ
ッ

ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
、
部
隊
の
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
、
指
揮
官
が
自
ら
の
部
隊
を
防
衛
す
る
「
責
任
（responsibili-

ty

）」
で
も
あ
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
議
論
の
趣
旨
は
、
権
利
で
あ
る
だ
け
で
な
く
「
責
任
」
と
し
て
の
側
面
を
も
有
す
るself-de-

fense

は
、
現
在
ま
で
の
国
家
実
行
に
よ
っ
て
実
証
可
能
な
慣
習
国
際
法
と
し
て
は
、
国
の
軍
隊
に
つ
い
て
の
み
成
立
し
て
お
り
、
部

隊
指
揮
官
の
「
責
任
」
の
側
面
も
含
ん
で
い
る
点
が
、
個
人
的
自
衛
と
区
別
さ
れ
る
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
独
自
性
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
独
自
性
は
、「
本
来
的
に
敵
対
的
な
環
境
に
さ
ら
さ
れ
る
」
軍

隊
の
特
殊
な
性
格
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
独
自
性
を
強
調
す
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
論
と
、
2
で
検
討
し
た
個
人
的

自
衛
説
と
の
間
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
議
論
に
お
い
て
、
ユ
ニ
ッ

ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
基
礎
づ
け
る
究
極
的
な
根
拠
（
淵
源
）
は
、
や
は
り
生
命
に
対
す
る
権
利
と
い
う
個
人
の
権
利
に
求
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
部
隊
指
揮
官
で
は
な
く
、
部
隊
の
個
別
の
構
成
員
が
生
命
等
を
防
衛
す
る
た
め
自
ら
の
判
断
で
実
力
を
用

い
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
な
い
。
実
際
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
権
利
は
、
指
揮
官
ま
た
は
個0

別
の
兵
士

0

0

0

0

、
水
兵
も
し
く
は
航
空
兵

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（individual soldier, sailor or airm
an

）
が
、
一
定
の
明
確
に
定
義
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
、

自
ら
の
部
隊
ま
た
は
自
分
自
身

0

0

0

0

（him
 or herself

）
を
防
衛
す
る
自
動
的
権
限
（autom

atic authority

）
を
認
め
る
」
と
述
べ
て

（
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い
る
。

　

ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
国
家
的
自
衛
と
も
個
人
的
自
衛
と
も
異
な
る
、
部
隊
に
固
有
の
権
利
と
捉
え
る
見
解
は
、
ス

テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
ほ
か
、
前
出
（
本
稿
二
八
頁
）
の
国
際
軍
事
法
・
戦
争
法
学
会
第
一
九
回
国
際
研
究
大
会
の
際
に
オ
ラ
ン
ダ
が
提
出

し
た
回
答
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
行
使
で
き
る
か
ど
う
か
の
決
定
的
な
基
準
は

「
一
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
行
動
し
て
い
る
か
（the activity as one single unit

）」
ど
う
か
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
ユ
ニ
ッ

ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
「
部
隊
（
ユ
ニ
ッ
ト
）」
の
権
利
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
Ｒ
Ｏ
Ｅ
は
、

『
個
人
的

0

0

0

』
自
衛
の
場
合
と
同
様

0

0

0

0

0

0

0

0

（as is the case w
ith respect to 

“individual

” self-defence

）、
部
隊
が
自
ら
を
防
衛
す
る
権

利
を
制
限
し
た
り
制
約
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
─
─
個
人
的
自
衛
と
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を

同
一
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
二
つ
の
異
な
る
も
の
と
し
て
並
置
し
て
い
る
─
─
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
Ｒ
Ｏ
Ｅ
が
ユ
ニ
ッ

ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
制
限
で
き
な
い
の
は
、
そ
れ
が
「
マ
ン
デ
ー
ト
や
任
務
に
依
存
し
な
い
（not dependent on a 

m
andate or a m

ission

）、
固
有
の
（inherent
）
権
利
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
れ
ば
、
部
隊
が
攻
撃
を
受
け
た
と
き
、

当
該
部
隊
は
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
行
使
で
き
る
が
、
そ
う
し
た
場
合
に
お
い
て
、「
当
該
部
隊
の
構
成
員
は
、
…
…

『
個
人
的
』
自
衛
の
権
利
を
も

0

0

行
使
で
き
る
（w

ill (also) have the right to 

“individual

” self-defence

）」［
傍
点
引
用
者
］。
つ

ま
り
、
部
隊
が
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
は
、
部
隊
構
成
員
の
個
人
的
自
衛
の
権
利
を
否
定
す
る
も

の
で
は
な
く
、
両
者
は
両
立
し
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
で
検
討
し
た
部
隊
防
衛
説
、
と
り
わ
け
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
議
論
に
お
い
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
、
究
極

的
に
は
個
人
の
正
当
防
衛
権
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
た
だ
、
そ
れ
が
部
隊
指
揮
官
の
指
揮
と
責
任
の
下
で
行
使
さ

れ
る
点
が
、
個
人
的
自
衛
と
異
な
る
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
独
自
性
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
部
隊
防
衛

（
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説
の
考
え
方
に
お
い
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
部
隊
構
成
員
の
個
人
的
自
衛
権
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
い

る
の
か
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
行
使
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
、
部
隊
構
成
員
の
個
人
的
自
衛
が

制
限
を
受
け
る
こ
と
は
あ
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
特
に
何
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
部
隊
構
成
員
の
個
人
的

自
衛
が
制
限
を
受
け
る
と
い
う
考
え
方
は
あ
り
得
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
五
年
版
の
米
軍
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
は
、「
部
隊
指
揮
官
は
、
敵
対
的

行
為
ま
た
は
敵
対
的
意
図
の
表
示
に
対
し
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
行
使
す
る
固
有
の
権
利
お
よ
び
義
務
を
常
に
保
持

す
る
。
部
隊
指
揮
官
に
よ
る
別
段
の
指
示
が
な
い
限
り
（
そ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
で
詳
述
す
る
）、
軍
隊
構
成
員
は
、
敵
対
的
行
為
ま

た
は
敵
対
的
意
図
の
表
示
に
対
し
、
個
人
的
自
衛
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
人
が
部
隊
に
配
属
さ
れ
、
部
隊
の
一
部
と
し
て
行

動
す
る
場
合
に
は
、
個
人
的
自
衛
は
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
部
分
集
合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（a subset

）
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
部
隊
指
揮
官
は
、
当
該
部
隊
の
構
成
員
に
よ
る
個
人
的
自
衛
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
述
べ
て
い

る
（
な
お
、
二
〇
〇
〇
年
版
の
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
に
は
こ
う
し
た
記
述
は
存
在
し
な
い
）。
こ
の
記
述
の
意
味
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
五
年
版
Ｓ

Ｒ
Ｏ
Ｅ
は
こ
れ
以
上
詳
し
く
は
説
明
し
て
い
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
軍
の
部
隊
の
構
成

員
も
人
間
で
あ
る
以
上
、
個
人
的
自
衛
（
正
当
防
衛
）
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
軍
の
部
隊
の
構
成
員
と
し
て
行
動
す
る
場

合
に
は
、
部
隊
指
揮
官
の
指
揮
に
従
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
生
命
等
を
守
る
た
め
で
あ
っ
て
も
、
原
則

と
し
て
同
様
で
あ
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
権
利
で
あ
る
だ
け
で
な
く
部
隊
指
揮
官
の
義
務
な
い
し
責
任
で
も
あ
る

の
な
ら
ば
、
部
隊
構
成
員
の
生
命
等
は
、
部
隊
指
揮
官
の
指
示
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
れ
ば
守
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
構
成
員
の
判

断
に
基
づ
き
実
力
を
行
使
す
る
必
要
は
、
原
則
と
し
て
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
行
使
さ
れ
る

状
況
に
お
い
て
個
人
的
自
衛
が
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
「
部
分
集
合
」
に
な
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
あ
ろ

う
。

（
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こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
国
際
平
和
協
力
法
に
基
づ
く
武
器
使
用
に
関
す
る
従
来
の
政
府
見
解
（
本
稿
三
五
─
三
六
頁
参
照
）
は
、

以
上
で
主
張
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
部
隊
防
衛
説
の
考
え
方
に
近
い
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
際
平
和
協
力
法

第
二
四
条
に
基
づ
く
武
器
使
用
は
、
以
前
は
個
々
の
自
衛
官
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
九
八
年
（
平
成
一
〇
年
）
の
改
正

に
よ
り
、
原
則
と
し
て
上
官
の
命
令
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
さ
れ
た
（
第
二
四
条
四
項
）。
こ
の
改
正
に
当
た
り
、
上
官
の
命
令
に
よ

っ
て
組
織
的
に
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
憲
法
の
禁
止
す
る
武
力
の
行
使
な
い
し
戦
闘
行
為
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
な

さ
れ
た
と
こ
ろ
、
政
府
は
、「
い
わ
ば
自
己
保
存
の
た
め
の
必
要
最
小
限
の
武
器
の
使
用
と
い
う
点
を
何
ら
変
更
せ
ず
、
維
持
し
た
上

で
、
そ
の
一
層
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
、
原
則
と
し
て
、
現
場
に
あ
る
上
官
の
命
令
に
よ
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
」
る
と
説
明

し
た
。
つ
ま
り
、
第
二
四
条
に
基
づ
き
自
衛
官
が
武
器
を
使
用
す
る
場
合
、
そ
の
自
衛
官
は
自
衛
隊
の
部
隊
の
構
成
員
と
し
て
行
動
し

て
い
る
以
上
、
た
と
え
自
己
の
生
命
等
を
守
る
た
め
で
あ
っ
て
も
原
則
と
し
て
上
官
の
命
令
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

あ
く
ま
で
も
部
隊
構
成
員
と
し
て
の
行
動
の
「
適
正
を
確
保
す
る
た
め
」
の
も
の
で
あ
っ
て
、
自
己
の
生
命
等
を
守
る
た
め
に
武
器
を

使
用
す
る
行
為
は
、
や
は
り
、
個
々
の
自
衛
官
が
有
し
て
い
る
「
い
わ
ば
自
己
保
存
の
た
め
の
自
然
権
的
権
利
」
と
し
て
の
性
格
を
有

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
政
府
見
解
に
よ
れ
ば
、
国
際
平
和
協
力
法
第
二
四
条
に
基
づ
く
武
器
使
用
は
、
個
人
が
有
し
て
い
る

「
自
己
保
存
の
た
め
の
自
然
権
的
権
利
」
を
、
部
隊
指
揮
官
（
上
官
）
の
指
揮
と
責
任
の
下
に
集
合
的
に
行
使
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
以
上
で
検
討
し
た
部
隊
防
衛
説
に
近
い
考
え
方
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

三　

考　
　

察

　

二
で
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
に
関
す
る
国
家
的
自
衛
説
の
代
表
的
論
者
と
し
て
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
を
、

個
人
的
自
衛
説
の
代
表
的
論
者
と
し
て
ト
ラ
ム
ブ
ル
を
、
そ
し
て
部
隊
防
衛
説
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
者
と
し
て
ス
テ

（
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ィ
ー
ヴ
ン
ズ
を
中
心
的
に
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
の
主
張
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
説
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ

ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
対
立
す
る
が
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
問
題
と
な
る
具
体
的
な
状
況
に
つ
い
て
は
、

か
な
り
の
程
度
、
認
識
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
の
状
況
と
は
、
主
と
し
て
、
①
国
境
衝
突
事
件
、
②
公
海
上
の
軍
艦
に
対
す
る
攻
撃
、

③
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
武
器
使
用
の
三
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
（「
現

場
に
お
け
る
反
撃
」）
の
具
体
例
と
し
て
①
と
②
を
挙
げ
て
お
り
（
本
稿
四
〇
頁
参
照
）、
③
に
つ
い
て
も
別
の
箇
所
で
、「
平
和
維
持

軍
に
よ
る
自
衛
の
行
使
は
、
現
場
に
お
け
る
反
撃
の
文
脈
に
お
け
る
軍
事
的
な
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
に
よ
り
類
似
し
て

い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ト
ラ
ム
ブ
ル
が
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
概
念
の
独
自
性
（
国
家
的
自
衛
と
性
質
が
異
な
る
こ

と
）
を
主
張
す
る
際
の
論
拠
の
一
つ
も
、
そ
う
考
え
な
け
れ
ば
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
武
器
使
用
（
③
）
の
説
明
が
付
か
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
し
（
本
稿
四
二
─
四
三
頁
参
照
）、
①
に
つ
い
て
も
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例
の
問
題
点
と
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ

ィ
フ
ェ
ン
ス
概
念
導
入
に
よ
る
そ
の
克
服
の
可
能
性
を
示
す
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
が
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ

フ
ェ
ン
ス
概
念
適
用
の
具
体
的
状
況
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
、
①
と
②
で
あ
る
（
本
稿
四
五
─
四
七
頁
参
照
）。

　

ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
問
題
と
な
る
右
の
三
つ
の
状
況
は
、（
イ
）
国
家
領
域
に
対
す
る
武
力
攻
撃
と
は
見
な
せ
な

い
（
ま
た
は
見
な
し
に
く
い
）
攻
撃
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、（
ロ
）
軍
の
部
隊
や
軍
艦
に
対
す
る
散
発
的
か
つ
小
規
模
な
攻
撃

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、（
ハ
）
国
際
的
武
力
紛
争
が
存
在
し
な
い
状
況
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
こ
れ

ら
の
状
況
に
お
い
て
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
い
う
概
念
が
持
ち
だ
さ
れ
る
の
は
、（
イ
）
お
よ
び
（
ロ
）
の
特
徴
ゆ
え

に
、
問
題
と
な
る
攻
撃
を
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
意
味
に
お
け
る
「
武
力
攻
撃
」
と
見
な
し
に
く
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
（
国
家
領
域

に
対
す
る
大
規
模
な
武
力
攻
撃
が
あ
る
場
合
に
は
、
あ
え
て
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な

く
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
に
基
づ
く
自
衛
権
の
行
使
と
し
て
説
明
す
れ
ば
よ
い
）。
ま
た
、
国
際
的
武
力
紛
争
が
存
在
す
る
状
況
で
は
、
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交
戦
国
の
軍
隊
は
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
呼
ば
れ
る
も
の
よ
り
も
よ
り
広
範
な
範
囲
で
敵
対
行
為
を
行
え
る
─
─
ユ
ニ

ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
、
敵
対
行
為
を
行
う
権
利
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
う
─
─
た
め
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン

ス
が
問
題
と
な
る
の
は
、
基
本
的
に
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
が
存
在
し
な
い
場
合
（（
ハ
））
に
限
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
右
の
①
～
③
の
具
体
的
状
況
に
即
し
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
お
よ
び
国
際
法

上
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
。
③
の
場
合
、
国
の
部
隊
は
国
連
の
補
助
機
関
と
な
っ
て
国
連
の
使
用
に
委
ね
ら
れ
る
の
に
対
し
、
①
と

②
の
場
合
、
国
の
部
隊
は
純
粋
に
国
家
機
関
と
し
て
の
資
格
で
行
動
す
る
点
で
共
通
す
る
の
で
、
以
下
で
は
①
と
②
を
ま
と
め
て

（
1
）、
③
は
そ
れ
と
は
別
に
検
討
す
る
（
2
）。

　

1　

国
境
衝
突
事
件
お
よ
び
公
海
上
の
軍
艦
に
対
す
る
攻
撃

　

国
際
司
法
裁
判
所
は
、
一
九
八
六
年
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
（
本
案
）
判
決
に
お
い
て
、「
単
な
る
国
境
衝
突
事
件
（a m

ere fron-

tier incident

）」
は
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
意
味
で
の
「
武
力
攻
撃
」
を
構
成
し
な
い
と
判
示
し
、
し
た
が
っ
て
自
衛
権
（
本
稿
で
国

家
的
自
衛
と
呼
ぶ
も
の
）
に
よ
る
反
撃
の
余
地
を
否
定
し
た
。
裁
判
所
は
「
国
境
衝
突
事
件
」
の
語
を
定
義
し
て
い
な
い
が
、「
国
境

衝
突
事
件
」
と
は
、
一
般
に
は
、
国
境
付
近
に
お
け
る
小
規
模
な
小
競
り
合
い
を
意
味
す
る
。
同
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、「
国

境
を
越
え
て
行
わ
れ
る
正
規
軍
の
行
動
だ
け
で
な
く
、
正
規
軍
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
現
実
の
武
力
攻
撃
『
に
相
当
す
る
重
大
性
を
有
す

る
武
力
行
為
を
他
国
に
対
し
て
行
う
武
装
部
隊
、
集
団
、
不
正
規
兵
ま
た
は
傭
兵
の
国
家
に
よ
る
ま
た
は
国
家
の
た
め
の
派
遣
』」
が

武
力
攻
撃
に
含
ま
れ
る
と
し
つ
つ
、「
国
家
に
よ
る
他
国
の
領
域
へ
の
武
装
集
団
の
派
遣
は
、
そ
の
作
戦
行
動
が
、
も
し
正
規
軍
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
な
ら
ば
そ
の
規
模
と
効
果
（its scale and effects

）
の
点
か
ら
単
な
る
国
境
衝
突
事
件
（a m

ere frontier inci-

dent

）
で
は
な
く
武
力
攻
撃
に
分
類
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
つ
ま
り
、「
単
な
る
国
境
衝
突
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事
件
」
は
、「
そ
の
規
模
と
効
果
の
点
か
ら
」「
武
力
攻
撃
に
分
類
」
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
裁
判
所
は
、
武
力
攻
撃
に

至
ら
な
い
武
力
行
使
に
対
し
て
自
衛
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
武
力
行
使
に
対
し
て
、
そ
の
被
害
国
が

「
均
衡
の
と
れ
た
対
抗
措
置
（proportionate counter-m

easures

）」
を
と
る
こ
と
は
で
き
る
と
述
べ
た
（
た
だ
し
、
第
三
国
に
よ

る
「
武
力
行
使
を
伴
う
集
団
的
な
対
抗
措
置
（collective counter-m

easures involving the use of force

）」
は
明
確
に
否
定
し

た
。
被
害
国
が
「
武
力
を
伴
う
…
…
対
抗
措
置
」
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
判
決
は
明
確
に
は
何
も
述
べ
な
か
っ

た
）。

　

他
方
、
公
海
上
の
軍
艦
に
対
す
る
攻
撃
に
つ
い
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
三
年
の
オ
イ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
件
判

決
に
お
い
て
、
米
国
軍
艦U

SS Sam
uel B. R

oberts

の
触
雷
が
イ
ラ
ン
の
敷
設
し
た
機
雷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ

て
い
な
い
と
し
て
こ
の
触
雷
事
件
に
対
す
る
反
撃
と
し
て
行
わ
れ
た
米
国
に
よ
るN

asur

お
よ
びSalm

an

オ
イ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
へ
の
攻
撃
の
自
衛
権
該
当
性
を
否
定
し
た
が
、
一
般
論
と
し
て
は
、「
裁
判
所
は
、
一
隻
の
軍
艦
へ
の
触
雷
（the m

ining of 

a single m
ilitary vessel

）
が
『
自
衛
の
固
有
の
権
利
』
を
発
動
さ
せ
る
の
に
十
分
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
し
な
い
」
と
述
べ
て
、

一
隻
の
軍
艦
に
対
す
る
攻
撃
が
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
意
味
に
お
け
る
「
武
力
攻
撃
」
を
構
成
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
（
少
な
く
と

も
そ
の
可
能
性
を
排
除
し
な
か
っ
た
）。
た
だ
し
、
オ
イ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
件
判
決
が
出
さ
れ
た
二
〇
〇
三
年
よ
り
前
に
は
、

お
そ
ら
く
「
国
境
衝
突
事
件
」
の
類
推
に
よ
り
─
─
「
国
境
衝
突
事
件
」
が
武
力
攻
撃
を
構
成
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
軍
艦
に
対
す
る

散
発
的
な
攻
撃
も
武
力
攻
撃
を
構
成
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
─
─
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例
に
従
え
ば
公
海
上
の
軍
艦
に
対
す
る
攻

撃
は
武
力
攻
撃
該
当
性
を
否
定
さ
れ
る
と
の
前
提
で
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

そ
う
し
た
議
論
状
況
に
お
い
て
、
公
海
上
の
軍
艦
に
対
す
る
攻
撃
の
問
題
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
て
い
た
の
が
、
ブ
ラ
ウ
ン

リ
ー
『
国
際
法
と
国
家
に
よ
る
武
力
の
行
使
』（
一
九
六
一
年
）
の
一
節
（
三
〇
五
頁
）
と
、
国
際
司
法
裁
判
所
コ
ル
フ
海
峡
事
件
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（
本
案
）
判
決
の
一
節
（CIJ R

ecueil 1949, p. 31

）
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
と
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、
こ
れ
ら

の
ま
っ
た
く
同
じ
素
材
を
使
い
な
が
ら
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
正
反
対
の
結
論
を
導
い
て
い
る
。

　

ま
ず
、
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
の
一
節
と
は
、「
現
代
の
法
に
お
け
る
自
助
（Self-H

elp

）
に
関
連
す
る
若
干
の
諸
問
題
」
と
題
す
る
章

（
第
一
九
章
）
の
中
の
「
公
海
上
に
お
け
る
自
衛
の
特
殊
問
題
（T

he Particular Problem
s of Self-D

efence on the H
igh 

Seas

）」
と
題
す
る
節
（
第
七
節
）
の
冒
頭
に
出
て
く
る
、
次
の
文
章
で
あ
る
。

公
海
上
の
船
舶
（vessels

）
が
、
他
の
船
舶
ま
た
は
航
空
機
に
よ
る
攻
撃
を
撃
退
す
る
た
め
に
、
そ
の
脅
威
と
均
衡
す
る
武
力

を
行
使
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
権
利
は
、
船
舶
と
国
家
領
土
と
の
類
推
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
か

ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
原
則
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（m
ust rest on general principles

）。

　

ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
が
こ
の
権
利
を
「
一
般
原
則
に
基
づ
く
も
の
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
捉
え
て
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、
ブ
ラ
ウ
ン

リ
ー
が
認
め
る
こ
の
権
利
は
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、「
よ
り
一
般
的
な
原
則
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
述

べ
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
概
念
の
独
自
性
（
国
家
的
自
衛
と
性
質
が
異
な
る
こ
と
）
を
示
す
根
拠
の
一
つ
に
し
て
い

る
。
他
方
、
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
特
に
根
拠
を
示
す
こ
と
な
く
、
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
が
認
め
る
こ
の
権
利
は
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
お

よ
び
関
連
す
る
慣
習
国
際
法
に
基
づ
く
自
衛
の
措
置
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
が
「
一
般
原
則
に
基
づ
く
」
と
述
べ
て

い
る
こ
と
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
右
の
文
章
に
付
け
た
脚
注
で
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
は
い
く
つ
か
の
文
献
を
引
用
し
て
お

り
、
そ
れ
ら
の
文
献
で
は
、
戦
時
に
お
け
る
商
船
の
武
装
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
右
の
引
用
文
に
お
け
る
「
船
舶

（vessels

）」
に
は
軍
艦
だ
け
で
な
く
商
船
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
攻
撃
を
受
け
た
軍
艦
や
商
船

（
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が
武
器
を
使
用
し
て
自
ら
を
防
衛
す
る
行
為
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
が
考
え
て
い
る
の
は
、
軍
艦
が
国
家
と
し

て
自
衛
権
を
行
使
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
攻
撃
を
受
け
た
船
舶
が
、
乗
組
員
の
生
命
等
を
守
る
た
め
に
反
撃
す
る
と
い
う
個
人

の
正
当
防
衛
権
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
右
の
一
節
そ
の
も
の
の
読
み
方
と
し
て
は
、
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
よ
り
も
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
方

が
正
し
い
。

　

次
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
コ
ル
フ
海
峡
事
件
判
決
の
一
節
と
は
、
次
の
よ
う
な
文
脈
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
事
件
に
お
け

る
争
点
の
一
つ
は
、
コ
ル
フ
海
峡
の
ア
ル
バ
ニ
ア
領
海
部
分
に
お
け
る
二
隻
の
英
国
軍
艦
の
通
航
が
無
害
通
航
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で

あ
り
、
そ
の
点
を
判
断
す
る
際
の
考
慮
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
軍
艦
が
と
っ
て
い
た
警
戒
措
置
（m

esure de précau-

tion

）
が
問
題
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
英
国
の
軍
艦
は
、
コ
ル
フ
海
峡
を
通
航
中
の
二
隻
の
英
国
軍
艦O

rion

とSuperb

が
一
九

四
六
年
五
月
一
五
日
に
ア
ル
バ
ニ
ア
沿
岸
の
砲
台
か
ら
砲
撃
を
受
け
た
た
め
に
、
そ
の
後
、「
人
員
を
戦
闘
部
署
に
配
置
し
、
攻
撃
さ

0

0

0

れ
た
場
合
に
は
直
ち
に
反
撃
で
き
る
状
態
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（prêts à riposter rapidem
ent si lʼon ouvrait le feu sur eux; ready to retali-

ate quickly if fired upon

）」
海
峡
を
通
航
し
て
い
た
。
裁
判
所
は
、
五
月
一
五
日
の
砲
撃
事
件
そ
の
他
の
一
切
の
事
情
を
考
慮
に

入
れ
れ
ば
、
英
国
軍
艦
が
こ
の
よ
う
な
態
様
で
コ
ル
フ
海
峡
を
通
航
し
て
い
た
こ
と
が
ア
ル
バ
ニ
ア
の
主
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
は
言
え
な
い
と
結
論
づ
け
た
。
裁
判
所
は
、
軍
艦
が
「
攻
撃
さ
れ
た
場
合
に
は
直
ち
に
反
撃
」
す
る
こ
と
が
合
法
で
あ
る
と
明
示

的
に
述
べ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
合
法
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
認
め
て
は
い
る
。
そ
の
た
め
、
判
決
の
こ
の
一
節
は
、
攻
撃
を

受
け
た
軍
艦
が
そ
れ
に
反
撃
す
る
こ
と
の
国
際
法
上
の
合
法
性
を
認
め
た
判
例
と
し
て
、
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ

う
な
場
合
の
反
撃
行
為
が
、
国
家
と
し
て
の
自
衛
権
の
行
使
な
の
か
（
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
）、
そ
れ
と
も
国
家
と
し
て
の
自
衛
権
と
は

区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
行
使
な
の
か
（
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
）
に
つ
い
て
、
判
決
は
何
も
述

べ
て
い
な
い
。
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現
在
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
三
年
の
オ
イ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
件
判
決
に
よ
っ
て
、
一
隻
の
軍
艦
に
対
す
る
攻

撃
で
あ
っ
て
も
武
力
攻
撃
に
該
当
す
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
判
決
は
「
可
能
性
を
排
除
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ

っ
て
本
当
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
認
め
る
の
か
、
認
め
る
と
し
て
ど
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
認
め
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。
ま
た
、

「
国
境
衝
突
事
件
」
に
つ
い
て
は
、
武
力
攻
撃
該
当
性
を
否
定
し
た
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
判
決
が
依
然
と
し
て
判
例
と
し
て
残
っ
た
ま
ま

で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
状
に
お
い
て
、
ロ
イ
ス
（T

om
s Ruys

）
が
最
近
の
論
文
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
個
別
の
部
隊
（indi-

vidual units

）
が
現
に
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
に
致
死
的
な
力
（lethal force

）
を
合
法
的
に
行
使
で
き
る
」
と

い
う
結
論
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
国
家
実
行
レ
ベ
ル
で
も
学
説
レ
ベ
ル
で
も
見
解
の
一
致
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て

は
様
々
な
見
解
が
今
で
も
存
在
す
る
。
そ
の
法
的
根
拠
と
し
て
は
様
々
な
も
の
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
国
連
憲
章
第
五

一
条
に
基
づ
く
自
衛
権
で
あ
る
と
す
る
の
が
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
（
国
家
的
自
衛
説
）
で
あ
り
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
自
衛
権
と
は
性

質
の
異
な
る
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
で
あ
る
と
す
る
の
が
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
（
部
隊
防
衛
説
）
や
ト
ラ
ム
ブ
ル
（
個
人
的

自
衛
説
）
で
あ
る
。

　

国
境
衝
突
事
件
や
公
海
上
の
軍
艦
に
対
す
る
攻
撃
の
事
例
で
、
攻
撃
を
受
け
た
部
隊
や
軍
艦
が
反
撃
す
る
の
は
、
国
家
の
存
立
や
安

全
を
守
る
た
め
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
部
隊
構
成
員
の
生
命
等
を
守
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
う
し
た
反
撃
行
為
は
、

部
隊
構
成
員
が
個
人
と
し
て
も
っ
て
い
る
正
当
防
衛
権
を
、
部
隊
指
揮
官
の
指
揮
と
責
任
の
下
に
部
隊
と
し
て
集
合
的
に
行
使
す
る
行

為
で
あ
る
（
個
人
的
自
衛
説
ま
た
は
部
隊
防
衛
説
）
と
理
解
で
き
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
武
力
攻
撃
概
念
を
比
較
的
狭
く
解
し
て
い
る

国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
反
撃
行
為
の
根
拠
は
、（
少
な
く
と
も
国
境
衝
突

事
件
の
事
例
に
つ
い
て
は
）
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
自
衛
権
以
外
の
何
か
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
個
人
的
自
衛
説
や

部
隊
防
衛
説
が
唱
え
る
よ
う
な
意
味
で
の
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
、
そ
の
根
拠
に
な
り
得
る
（
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
の
よ

（
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う
な
立
場
に
立
つ
場
合
に
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例
に
お
け
る
武
力
攻
撃
概
念
は
狭
す
ぎ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
批
判
す
る
し
か
な

い
）。

　

し
か
し
、
個
人
的
自
衛
説
や
部
隊
防
衛
説
の
立
場
に
立
つ
者
が
、（
国
家
的
自
衛
と
は
区
別
さ
れ
る
意
味
で
の
）
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル

フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
認
め
ら
れ
た
国
家
実
行
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
の
あ
る
一
九
八
八
年
の
イ
ラ
ン
航
空
六
五
五
便
撃
墜
事
件
─
─
ホ
ル

ム
ズ
海
峡
に
展
開
し
て
い
た
米
国
軍
艦U

SS V
incennes

が
、
近
づ
い
て
く
る
イ
ラ
ン
航
空
六
五
五
便
を
イ
ラ
ン
空
軍
機
Ｆ-

14
と
誤

認
し
て
撃
墜
し
た
事
件
─
─
に
つ
い
て
、
当
事
国
で
あ
る
米
国
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
概
念
を
援
用
せ
ず
、
む
し

ろ
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
に
基
づ
く
自
衛
権
の
行
使
と
し
て
国
連
安
全
保
障
理
事
会
に
報
告
し
た
。
本
件
以
外
の
事
例
を
見
て
も
、
前

出
の
米
軍
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
な
ど
を
除
け
ば
、
国
家
的
自
衛
と
は
区
別
さ
れ
る
意
味
で
の
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
い
う
も
の
が

存
在
す
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
国
家
実
行
を
見
つ
け
る
の
は
難
し
い
。

　

た
だ
し
、
イ
ラ
ン
航
空
六
五
五
便
撃
墜
事
件
（U

SS V
incennes

事
件
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
件
だ
け
を
単
独
で
見
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
が
起
こ
っ
た
文
脈
、
す
な
わ
ち
、
ペ
ル
シ
ャ
湾
に
お
け
る
米
国
の
軍
艦
や
商
船
に
対
す
る
攻
撃
に
つ
い
て
米
国
と
イ
ラ
ン
が

対
立
し
て
い
た
当
時
の
状
況
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
、
イ
ラ
ン
の
米
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
は
こ
の
事
件
よ
り
前
に
既
に
発
生
し
て
い

た
と
米
国
が
考
え
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
米
国
は
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
自
衛
権
を
援
用
し
た
の
だ
─
─
本
件
の
よ
う
な
事
件
が
当
時

と
異
な
る
文
脈
で
起
こ
っ
て
い
れ
ば
、
米
国
は
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
援
用
し
た
か
も
し
れ
な
い
─
─
と
理
解
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
以
外
の
国
家
実
行
に
つ
い
て
も
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
い
う
概
念
の
存
在
を
積
極

的
に
否
定
す
る
実
行
が
あ
る
訳
で
は
な
く
、
本
稿
の
結
論
に
と
っ
て
国
家
実
行
は
決
定
的
な
要
因
と
は
な
ら
な
い
。

　

よ
り
根
本
的
な
問
題
は
、
部
隊
構
成
員
の
生
命
等
を
防
護
す
る
た
め
と
は
い
え
、
軍
の
部
隊
は
、
国
家
機
関
と
し
て
職
務
を
遂
行
中

に
武
力
を
行
使
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
な
ぜ
そ
れ
が
国
家
と
し
て
の
武
力
行
使
あ
る
い
は
自
衛
権
行
使
で
な
く
な
る
の
か
、
と
い
う
こ

（
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と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
個
人
的
自
衛
説
や
部
隊
防
衛
説
の
側
か
ら
説
得
的
な
説
明
は
今
の
と
こ
ろ
何
ら
提
示
さ
れ
て
い
な

い
が
、
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　

攻
撃
を
受
け
た
軍
の
部
隊
や
軍
艦
が
そ
れ
に
対
し
現
場
で
反
撃
す
る
行
為
が
国
家
と
し
て
の
自
衛
権
の
行
使
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
①
当
該
行
為
が
国
の
行
為
と
見
な
さ
れ
な
い
（
国
に
帰
属
し
な
い
）
か
、
②
国
の
行
為
で
は
あ
る
が
国
連
憲
章
第
二
条
四
項

の
意
味
で
の
「
武
力
の
行
使
」
に
当
た
ら
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
①
の
可
能
性
で
あ
る
が
、
行
為
の
国
へ
の
帰
属
に
つ
い
て
、
例
え
ば
Ｉ
Ｌ
Ｃ
国
家
責
任
条
文
は
、「
国
の
い
か
な
る
機
関
の
行

為
も
、
…
…
国
際
法
上
、
そ
の
国
の
行
為
と
見
な
さ
れ
る
」（
第
四
条
一
項
）
と
規
定
し
、
国
の
機
関
の
権
限
踰
越
の
行
為
に
つ
い
て

は
、「
国
の
機
関
…
…
の
行
為
は
、
そ
の
機
関
が
…
…
そ
の
資
格
で
行
動
す
る
（acts in that capacity

）
場
合
に
は
、
そ
の
権
限
を

踰
越
し
、
ま
た
は
指
示
に
違
反
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
国
際
法
上
、
そ
の
国
の
行
為
と
見
な
さ
れ
る
」（
第
七
条
）
と
規
定
す
る
。

軍
の
部
隊
お
よ
び
軍
艦
な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
構
成
員
が
国
の
機
関
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
、
職
務
を
遂
行
中
の
部
隊
や

軍
艦
が
攻
撃
に
対
し
て
反
撃
す
る
行
為
が
「
そ
の
資
格
で
［
の
］
行
動
」
に
当
た
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
（
そ
も
そ
も
権
限
踰
越
の

行
為
に
す
ら
当
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
）。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
」
と
し
て
行
わ
れ
る
諸
行
為
は
、

国
家
責
任
条
文
が
規
定
す
る
帰
属
の
ル
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
国
に
帰
属
す
る
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
武
力
行
使
の
分
野
で
は

国
家
責
任
法
と
は
異
な
る
帰
属
の
ル
ー
ル
が
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
ル
ー
ル
の
存
在
を
証
明
す
る

の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
次
に
②
の
可
能
性
が
問
題
と
な
る
。
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
「
武
力
の
行
使
」
と
は
何
か
と
い
う

問
題
は
、
従
来
十
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
（「
武
力
の
行
使
」
と
は
軍
事
力
（arm

ed force

）
を
意
味
す
る
こ
と
に
つ

い
て
見
解
は
一
致
す
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
あ
ま
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
）。
こ
の
問
題
の
解
明
は
本
稿
の
射
程
を
大
き
く

（
112
）



論　　　説

（阪大法学）65（1-60）　 60 〔2015. 5 〕

超
え
る
こ
と
で
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
コ
ル
テ
ン
（O
liver Corten

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
外
国
的

要
素
を
含
む
す
べ
て
の
実
力
行
使
が
「
国
際
関
係
に
お
［
け
る
］
…
…
武
力
の
行
使
」
に
当
た
る
訳
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
基
準
─
─

例
え
ば
コ
ル
テ
ン
は
強
力
的
行
為
の
規
模
（gravity of the coercive act

）、
お
よ
び
他
国
に
対
し
て
武
力
を
行
使
す
る
国
家
の
意

図
（a Stateʼs intention to resort to force against another State

）
と
い
う
二
つ
の
基
準
を
挙
げ
る
─
─
を
立
て
て
そ
れ
に
当

た
る
も
の
と
当
た
ら
な
い
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
基
準
の
内
容
次
第
で
は
、
ユ
ニ

ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
し
て
行
わ
れ
る
諸
行
為
が
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
の
「
武
力
の
行
使
」
の
範
囲
外
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
国
家
的
自
衛
の
行
使
と
見
な
さ
れ
な
い
、
と
い
う
結
論
に
な
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
得
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
、
ユ

ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
国
家
の
も
っ
て
い
る
実
力
行
使
権
限
（
自
衛
権
、
統
治
権
等
）
の
発
動
で
な
く
、
国
連
そ
の
他
の

国
際
組
織
か
ら
付
与
さ
れ
た
権
限
で
も
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
個
人
の
も
っ
て
い
る
正
当
防
衛
権
の
行
使
で
あ
る
（
個
人
的
自
衛

権
説
）、
ま
た
は
個
人
の
も
っ
て
い
る
正
当
防
衛
権
を
部
隊
指
揮
官
の
指
揮
と
責
任
の
下
に
行
使
す
る
行
為
で
あ
る
（
部
隊
防
衛
説
）

と
考
え
ら
れ
る
余
地
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

2　

国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
武
器
使
用

　

国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
武
器
使
用
に
つ
い
て
は
、
部
隊
が
純
粋
に
国
家
機
関
と
し
て
の
資
格
で
行
動
す
る
1
の
状
況
と
は
異
な
る
考

慮
が
必
要
と
な
る
。
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
参
加
す
る
国
の
部
隊
は
、
国
連
の
補
助
機
関
と
な
っ
て
国
連
の
使
用
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

個
別
国
家
の
機
関
と
し
て
の
資
格
で
行
動
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ト
ラ
ム
ブ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

国
連
平
和
維
持
要
員
が
そ
の
部
隊
を
防
護
す
る
た
め
に
行
う
武
力
行
使
を
国
家
的
自
衛
の
行
使
と
み
な
す
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
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な
ぜ
な
ら
、
国
連
は
国
家
で
は
な
い
し
、
国
連
平
和
維
持
要
員
に
対
す
る
攻
撃
を
個
別
国
家
に
対
す
る
攻
撃
と
解
す
る
こ
と
は
、

多
く
の
場
合
に
お
い
て
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
武
器
使
用
（「
自
衛
原
則
」
の
問
題
）
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
広
義
の
自

衛
」
概
念
（
任
務
遂
行
の
妨
害
行
為
を
排
除
す
る
た
め
の
武
器
使
用
）
の
方
に
議
論
が
集
中
し
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
要
員
の
生
命
等
の
防
護
の
た

め
の
武
器
使
用
（「
狭
義
の
自
衛
」）
の
法
的
性
質
や
根
拠
に
つ
い
て
は
、
実
は
あ
ま
り
議
論
が
深
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る

（
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
論
ず
る
者
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
後
者
の
方
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
広
義
の
自
衛
」
を
ユ

ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
概
念
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
い
う
議
論
は
見
当
た
ら
な
い
）。
例
え
ば
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ

デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
国
家
的
自
衛
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
「
自
衛
」
に
つ
い
て
、

次
の
通
り
、
若
干
意
味
不
明
で
、
彼
の
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
概
念
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

本
質
的
に
言
っ
て
、
平
和
維
持
軍
は
戦
闘
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
な
い
し
、
そ
の
た
め
の
装
備
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
平
和
維
持
軍
は
自
衛
の
た
め
に
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
常
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
自
衛
の
特
定
の
権
利

0

0

0

0

0

0

0

0

（T
his specific right of self-defence

）
は0

、
平
和
維
持
軍
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
に
付
与
さ
れ
た
も
っ
と
広
範

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
自
衛
権

0

0

0

0

（the m
uch broader right of self-defence vested in States

）（
第
七
─
九
章
参
照
）
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
い

0

0

。
平
和
維
持
軍
に
よ
る
自
衛
の
行
使
は
、
現
場
に
お
け
る
反
撃
（
第
六
四
節
参
照
）
の
文
脈
に
お
け
る
軍
事
的
な
ユ
ニ
ッ

0

0

0

ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
に
よ
り
類
似
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（m
ore akin to a m

ilitary unitʼs self-defense in the context of on-

the-spot reaction

）。
安
全
保
障
理
事
会
が
し
ば
し
ば
、
国
際
連
合
要
員
に
対
す
る
「
武
力
攻
撃
」（ʻarm

ed attacksʼ against 

（
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U
nited N

ations personnel

）
に
言
及
し
て
き
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。

つ
ま
り
、
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
国
家
と
し
て
の
自
衛
権
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
い
と
別
の
箇
所

で
述
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
に
よ
り
類
似
し
て
い
る
」
国
連
平
和
維
持
軍
の
「
自
衛
」

を
、
国
家
の
自
衛
権
と
「
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
（「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
＝
国
家
の
自
衛
権
」

と
、「
平
和
維
持
軍
の
自
衛

≒

ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
」
と
を
「
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と

か
？
）。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
浅
田
正
彦
は
、
二
〇
〇
四
年
の
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
憲
法
九
条
の
過
去
・
現
在
・
未
来
」
と

題
す
る
座
談
会
に
お
い
て
、「
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
場
合
に
は
、
自
衛
隊
の
隊
員
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
と
い
う
の
は
国
連
の
安
全
保
障

理
事
会
の
補
助
機
関
な
わ
け
で
、
そ
う
い
う
国
連
の
機
関
の
一
員
と
し
て
行
う
武
力
行
使
が
、
ど
う
し
て
日
本
国
の
武
力
行
使
に
な
る

の
か
」
と
述
べ
て
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
要
員
に
よ
る
武
力
行
使
は
国
家
の
武
力
行
使
と
は
見
な
さ
れ
な
い
と
す
る
一
方
、「
自
衛
隊
員
が
職
務
と

し
て
行
う
武
器
の
使
用
が
、
ど
う
し
て
自
然
権
の
行
使
な
の
か
。
自
然
権
と
い
う
の
は
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
有

す
る
権
利
で
あ
り
、
個
人
と
し
て
人
間
と
し
て
、
自
己
を
守
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
職
務
と
し
て
行
う

も
の
で
、
し
か
も
相
手
が
国
家
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
に
類
似
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
が
自
然
権
の
行
使
と
し
て
の
武

器
使
用
に
と
ど
ま
り
、
武
力
行
使
に
な
ら
な
い
の
か
」
と
述
べ
て
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
要
員
に
よ
る
武
器
使
用
を
個
人
と
し
て
の
自
然
権
の
行
使

と
見
る
見
解
も
否
定
す
る
。

　

国
連
平
和
維
持
軍
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
狭
義
の
自
衛
」
が
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
要
員
が
個
人
と
し
て
も
っ
て
い
る
自
然
権
（
正
当
防
衛
権
）
で

も
な
く
、
部
隊
提
供
国
が
国
家
と
し
て
も
っ
て
い
る
自
衛
権
の
行
使
で
も
な
い
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
国
連
自
身
が
も
っ
て
い
る
何
ら

（
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か
の
武
力
行
使
権
限
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
は
強
制
行
動
で
は
な
い
以
上
、
国
連
憲
章
第
七
章
は
そ

の
根
拠
に
な
り
得
ず
、
ま
た
、
国
連
そ
れ
自
体
が
「
自
衛
権
」
を
も
っ
て
い
る
と
も
考
え
に
く
い
（
本
稿
三
一
─
三
二
頁
参
照
）。
そ

う
だ
と
す
る
と
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「（
狭
義
の
）
自
衛
」
と
は
、
一
体
何
な
の
か
（
そ
の
法
的
性
質
や
根
拠
に
つ
い

て
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
）。
こ
の
問
題
は
、
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
で
あ
り
、
国
の
軍
隊

に
よ
る
反
撃
行
為
は
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
て
も
国
家
機
関
に
よ
る
職
務
上
の
行
為
で
あ
る
以
上
は
国
家
に
よ
る
自
衛
権
の
行
使
で
あ

る
と
明
言
す
る
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
が
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
場
合
の
反
撃
行
為
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
こ
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
（
本
稿
六
一

─
六
二
頁
参
照
）
の
は
、
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

　

こ
の
問
題
は
、
三
1
で
検
討
し
た
問
題
と
同
様
、
①
帰
属
の
問
題
（
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
い
て
「
自
衛
」
の
た
め
に
武
器
を
使
用
す
る

行
為
が
、
国
連
と
国
（
部
隊
提
供
国
）
の
い
ず
れ
に
帰
属
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
い
ず
れ
に
も
帰
属
し
な
い
の
か
）
と
、
②
国

連
憲
章
第
二
条
四
項
の
意
味
で
の
「
武
力
の
行
使
」
に
当
た
る
か
と
い
う
問
題
と
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
ず
①
に
つ
い
て
、
例
え
ば
Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
国
際
組
織
責
任
条
文
は
、「
国
際
組
織
の
機
関
ま
た
は
代
行
者
（an organ or agent

）

（
そ
の
機
関
ま
た
は
代
行
者
が
国
際
組
織
に
お
い
て
い
か
な
る
地
位
を
有
す
る
か
を
問
わ
な
い
）
の
行
為
は
、
そ
の
行
為
が
当
該
機
関

ま
た
は
代
行
者
の
職
務
の
遂
行
に
当
た
っ
て
（in the perform

ance of functions

）
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
国
際
法
上
、

そ
の
国
際
組
織
の
行
為
と
見
な
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
（
第
六
条
一
項
）。
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
は
国
連
の
補
助
機
関
で
あ
る
か
ら
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ

部
隊
が
行
っ
た
行
為
に
つ
い
て
は
こ
の
第
六
条
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
条
文
の
注
釈
に
よ
れ
ば
、「
平

和
維
持
活
動
の
た
め
に
国
連
の
使
用
に
供
さ
れ
る
」
一
方
、「
国
家
割
当
部
隊
の
構
成
員
に
対
す
る
懲
戒
権
限
お
よ
び
刑
事
裁
判
権
を

国
が
保
持
す
る
」
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、「
国
際
組
織
の
使
用
に
供
さ
れ
た
国
の
機
関
ま
た
は
他
の
国
際
組
織
の
機
関
も

し
く
は
代
行
者
の
行
為
は
、
そ
の
国
際
組
織
が
当
該
行
為
に
対
し
て
実
効
的
支
配
（effective control

）
を
行
使
す
る
と
き
、
国
際

（
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法
上
、
そ
の
国
際
組
織
の
行
為
と
み
な
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
第
七
条
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
。「
実
効
的
支
配
」
と
し
て
ど
の
程
度

の
支
配
が
必
要
で
あ
る
か
は
、
注
釈
に
よ
れ
ば
、「
す
べ
て
の
事
実
上
の
状
況
お
よ
び
特
別
の
文
脈
（full factual circum

stances 

and particular context

）」
に
照
ら
し
て
決
定
さ
れ
る
。
注
釈
は
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
要
員
の
行
っ
た
行
為
が
国
連
で
は
な
く
国
（
部
隊
提
供

国
）
に
帰
属
す
る
と
さ
れ
た
例
と
し
て
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
国
際
取
引
に
関
す
る
条
約
（
ワ
シ
ン
ト
ン
条

約
）
の
違
反
防
止
措
置
（
第
八
条
一
項
）
に
関
す
る
責
任
を
挙
げ
て
い
る
（
そ
の
根
拠
は
、
要
員
の
犯
罪
行
為
に
対
す
る
裁
判
権
を
部

隊
提
供
国
が
保
持
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
）
が
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
要
員
が
任
務
遂
行
の
際
に
武
器
を
使
用
す
る
行
為
は
、
一
般
に
は
、
国
で

は
な
く
国
連
に
帰
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
任
務
遂
行
に
当
た
っ
て
行
わ
れ
る
そ
う
し
た
行
為
は
、
国
連
か
部
隊
提
供
国

の
い
ず
れ
か
（
ま
た
は
両
方
）
に
帰
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
帰
属
し
な
い
─
─
純
粋
に
個
人
的
な
行
為
と
見
な
さ
れ

る
─
─
こ
と
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
次
に
、
②
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
多
く
の
場
合
に
は
国
連
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
部
隊
提
供
国
に
帰
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、

国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
「
自
衛
」
の
た
め
の
武
器
使
用
行
為
が
、
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
の
「
武
力
の
行
使
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
が

問
題
と
な
る
。
ま
ず
、
そ
う
し
た
行
為
が
部
隊
提
供
国
に
帰
属
す
る
場
合
は
、
基
本
的
に
は
、
三
1
の
最
後
で
検
討
し
た
の
と
同
じ
問

題
に
な
る
。
つ
ま
り
、
部
隊
提
供
国
の
行
う
武
器
使
用
行
為
が
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
の
「
武
力
の
行
使
」
に
当
た
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
国
家
的
自
衛
と
し
て
正
当
化
す
る
ほ
か
な
い
し
（
国
家
的
自
衛
説
）、
他
方
、「
武
力
の
行
使
」
に
当
た
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

国
家
的
自
衛
と
は
異
な
る
性
質
を
有
す
る
「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
」
と
し
て
説
明
す
る
余
地
が
出
て
く
る
（
個
人
的
自

衛
説
ま
た
は
部
隊
防
衛
説
）。
三
1
と
異
な
る
考
慮
が
必
要
に
な
る
可
能
性
と
し
て
、
帰
属
の
問
題
と
し
て
は
部
隊
提
供
国
の
行
為
と

見
な
さ
れ
る
行
為
が
、
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
の
問
題
と
し
て
は
、
平
和
維
持
活
動
と
い
う
国
連
の
職
務
の
遂
行
中
に
行
わ
れ
た
が
ゆ

え
に
「
武
力
の
行
使
」
に
当
た
ら
な
い
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ

（
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の
問
題
も
、
や
は
り
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
の
「
武
力
の
行
使
」
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
答
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題

で
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
次
に
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
「
自
衛
」
の
た
め
の
武
器
使
用
行
為
が
国
連
に
帰

属
す
る
場
合
、
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
の
名
宛
人
が
「
す
べ
て
の
加
盟
国
」
と
な
っ
て
い
て
国
連
が
名
宛
人
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が

問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
第
二
条
四
項
そ
れ
自
体
が
国
連
に
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
慣
習
国
際
法
と
し
て
の
武
力
行
使
禁
止
原
則

は
国
連
に
も
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
国
連
に
帰
属
す
る
「
自
衛
」
の
た
め
の
武
器
使
用
行
為
が
慣
習
国
際
法
で
禁
じ
ら
れ
た

「
武
力
の
行
使
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
が
や
は
り
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
も
、
国
に
帰
属
す
る
武
器
使
用
行
為
と
同
様
、
今
後
の
検

討
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
国
に
帰
属
す
る
場
合
と
異
な
る
の
は
、
国
連
は
国
家
と
同
じ
意
味
で
の
「
自
衛
権
」
を
も
っ
て
い
る

と
は
考
え
に
く
い
こ
と
（
本
稿
三
一
─
三
二
頁
参
照
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
が
「
武
力
の
行
使
」
に
当
た
る
行
為
を
行
う
場
合
に

は
、
そ
れ
を
自
衛
権
で
正
当
化
す
る
余
地
が
あ
る
の
に
対
し
、
国
連
が
「
武
力
の
行
使
」
に
当
た
る
行
為
を
行
う
場
合
、
そ
れ
を
「
自

衛
権
」
で
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
他
方
で
Ｐ
Ｋ
Ｏ
は
強
制
行
動
で
は
な
い
か
ら
国
連
憲
章
第
七
章
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
と
い
う
難
し
い
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
特
に
関
連
概
念
と
の
異
同
に
注
目
し
つ
つ
検
討
し
た
。

そ
の
結
果
、
確
定
的
な
結
論
が
得
ら
れ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
議
論
の
現
状
と
到
達
点
は
示
せ
た
と
思
う
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
普
通
に
考
え
る
な
ら
ば
、（
三
2
で
検
討
し
た
状
況
は
と
も
か
く
）
特
に
三
1
で
検
討
し
た
状
況
、
つ
ま
り
国

の
軍
隊
が
純
粋
に
国
家
機
関
の
資
格
で
行
動
す
る
場
合
（
国
境
衝
突
事
件
や
公
海
上
の
軍
艦
に
対
す
る
攻
撃
）
に
つ
い
て
は
、「
ユ
ニ

ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
」
を
行
使
し
て
行
わ
れ
る
諸
行
為
は
、
国
家
機
関
で
あ
る
軍
の
部
隊
や
軍
艦
が
職
務
遂
行
中
に
行
う
行

（
125
）



論　　　説

（阪大法学）65（1-66）　 66 〔2015. 5 〕

為
で
あ
る
以
上
、
国
家
と
し
て
の
武
力
行
使
で
あ
り
、
国
家
と
し
て
自
衛
権
を
行
使
し
て
い
る
と
考
え
る
（
国
家
的
自
衛
説
）
の
が
素

直
な
考
え
方
で
は
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
個
人
的
自
衛
説
や
部
隊

防
衛
説
の
よ
う
な
考
え
方
が
主
張
さ
れ
る
の
は
、
国
家
そ
れ
自
体
の
存
立
や
安
全
を
守
る
た
め
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
軍
の
部
隊
や
軍

艦
に
対
し
現
に
攻
撃
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
、
当
該
部
隊
や
軍
艦
が
自
ら
お
よ
び
そ
の
構
成
員
の
生
命
等
を
守
る
た
め
に
そ
の
場
で

反
撃
す
る
行
為
を
、
国
家
と
し
て
の
自
衛
権
の
行
使
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
違
和
感
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
単
な
る
違
和

感
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
際
法
の
解
釈
と
し
て
も
成
り
立
つ
か
ど
う
か
は
、
結
局
は
、
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
が
禁
止
す
る
「
武
力
の
行

使
」
と
は
何
か
、
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
は
何
を
目
的
と
す
る
規
範
な
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
判
断
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
の
問
題
は
本
稿
で
解
決
す
る
に
は
大
き
す
ぎ
る
問
題
で
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
が
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
な

ら
ば
、
個
人
的
自
衛
説
や
部
隊
防
衛
説
は
十
分
に
成
り
立
ち
得
る
考
え
方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

近
代
主
権
国
家
は
、
個
人
か
ら
暴
力
の
行
使
権
を
奪
い
取
っ
て
「
正
当
な
物
理
的
暴
力
を
独
占
（das M

onopol legitim
er phy-

sischer Gew
altsam

keit

）」
し
、
そ
の
正
当
な
暴
力
を
、
対
内
的
に
は
領
域
主
権
（
統
治
権
、
国
家
管
轄
権
）
と
し
て
、
対
外
的
に

は
戦
争
と
し
て
行
使
す
る
。
後
者
（
武
力
の
行
使
）
は
、
現
在
で
は
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
、
個
別
国
家
が
国
際

法
上
合
法
的
に
行
使
し
う
る
の
は
自
衛
権
（
国
連
憲
章
第
五
一
条
）
の
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
の
一
部
は
、
現
在
で

は
国
連
に
委
譲
さ
れ
て
お
り
、
国
連
加
盟
国
か
ら
委
譲
さ
れ
た
暴
力
の
行
使
権
を
用
い
て
行
わ
れ
る
の
が
軍
事
的
強
制
措
置
（
国
連
憲

章
第
四
二
条
）
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
他
方
、
国
家
は
個
人
か
ら
す
べ
て
の
暴
力
を
奪
い
取
っ
た
訳
で
は
な
く
、

急
迫
不
正
の
侵
害
か
ら
自
己
の
生
命
等
を
守
る
た
め
に
一
定
の
条
件
の
下
で
暴
力
を
行
使
す
る
こ
と
（
正
当
防
衛
権
）
は
、
ど
の
国
に

お
い
て
も
個
人
に
留
保
さ
れ
て
い
る
。
正
当
防
衛
権
は
、
国
家
の
設
立
前
か
ら
個
人
の
有
し
て
い
た
も
の
が
、
国
家
の
設
立
後
も
否
定

さ
れ
ず
に
個
人
の
手
元
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
を
「
自
然
権
」
と
か
「
自
然
権
的
権
利
」
と
呼
ぶ
の
は
間
違

（
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っ
て
は
い
な
い
。

　

個
人
の
正
当
防
衛
権
は
、
各
国
の
国
内
法
秩
序
に
お
い
て
当
該
国
刑
法
上
の
責
任
を
排
除
す
る
（
違
法
性
阻
却
）
だ
け
で
な
く
、
国

際
的
文
脈
に
お
け
る
あ
る
種
の
実
力
行
使
を
正
当
化
す
る
側
面
も
有
し
て
い
る
。
個
人
の
正
当
防
衛
権
が
国
際
的
文
脈
に
現
れ
た
も
の

と
し
て
、
次
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

•

戦
時
に
お
け
る
商
船
の
防
衛
的
武
装
：
伝
統
的
な
戦
時
国
際
法
に
お
い
て
、
商
船
は
、
海
賊
行
為
や
交
戦
国
に
よ
る
違
法
な
攻

撃
な
ど
に
対
し
て
自
ら
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
防
衛
的
な
武
装
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
防
衛
的
に
武
装
し
て
い
て
も
攻
撃
の
対

象
と
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
商
船
の
防
衛
的
武
装
は
、「
公
海
に
お
い
て
商
船
が
保
護
さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
鑑
み
、
自

衛
の
一
般
原
則
（general principle of self-defense

）
を
行
使
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
た
。
注

（
101
）
を
付
け
た
引
用
文
─
─
公
海
上
の
船
舶
が
他
の
船
舶
や
航
空
機
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
反
撃
す
る
権
利
を
有
す
る
と
述

べ
た
一
節
─
─
に
お
い
て
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
が
依
拠
し
て
い
た
の
も
、
戦
時
に
お
け
る
商
船
武
装
に
関
す
る
文
献
で
あ
っ
た
。

•

軍
隊
構
成
員
に
よ
る
違
法
な
攻
撃
に
対
す
る
文
民
の
抵
抗
：
武
力
紛
争
法
上
、
文
民
は
敵
対
行
為
に
直
接
的
に
参
加
し
て
は
な

ら
ず
、
参
加
す
れ
ば
文
民
と
し
て
の
保
護
を
失
う
（
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
第
五
一
条
三
項
）。

し
か
し
、
交
戦
国
の
戦
闘
員
が
文
民
を
故
意
に
攻
撃
の
対
象
と
し
─
─
こ
の
よ
う
な
攻
撃
は
国
際
法
上
違
法
な
攻
撃
で
あ
る

─
─
、
文
民
が
こ
れ
に
「
や
む
に
や
ま
れ
ず
抵
抗
」
す
る
場
合
、「
こ
う
し
た
い
わ
ば
正
当
防
衛
的
な
文
民
の
抵
抗
を
国
際
法

が
完
全
に
禁
止
し
て
い
る
と
は
思
え
」
ず
、「
か
か
る
正
当
防
衛
的
な
抵
抗
は
、
同
条
［
第
一
追
加
議
定
書
五
一
条
三
項
］
が

い
う
敵
対
行
為
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
•

衛
生
部
隊
や
軍
用
病
院
船
等
が
自
ら
を
防
衛
す
る
た
め
の
武
器
使
用
：
本
稿
注
（
93
）
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
衛
生
部
隊
や
軍

用
病
院
船
等
は
、「
人
道
的
任
務
か
ら
逸
脱
し
て
敵
に
有
害
な
行
為
を
行
う
た
め
に
使
用
さ
れ
た
場
合
」
に
は
、
衛
生
部
隊
等

（
128
）

（
129
）

（
130
）
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と
し
て
の
保
護
を
失
う
が
、「
自
衛
又
は
そ
の
責
任
の
下
に
あ
る
傷
者
及
び
病
者
の
防
衛
の
た
め
に
武
器
を
使
用
す
る
」
こ
と

は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
行
っ
て
も
衛
生
部
隊
等
と
し
て
の
保
護
を
失
わ
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
例
は
、
自
ら
の
生
命
等
を
守
る
た
め
に
防
衛
的
に
実
力
を
行
使
す
る
事
実
に
否
定
的
な
法
的
評
価
を
与
え
な
い
─
─
例
え

ば
、
違
法
と
評
価
し
な
い
、
合
法
的
な
攻
撃
対
象
と
見
な
さ
な
い
、
保
護
の
消
滅
事
由
と
し
な
い
等
─
─
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

注
（
101
）
を
付
け
た
引
用
文
に
お
い
て
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
が
言
及
し
て
い
た
「
一
般
原
則
（general principles

）」
と
は
、
お
そ
ら
く
、

自
ら
の
生
命
等
を
守
る
た
め
に
個
人
が
防
衛
的
に
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
な
い
と
い
う
一
般
原
則
で
あ
り
、
こ
の
一
般
原

則
は
、
戦
時
に
お
け
る
商
船
の
防
衛
的
武
装
を
は
じ
め
と
し
て
、
国
際
法
の
様
々
な
面
に
現
れ
て
い
る
。
右
に
挙
げ
た
三
つ
の
例
は
、

最
後
の
も
の
を
除
け
ば
、
国
家
機
関
の
地
位
に
な
い
者
（
文
民
や
商
船
）
が
行
う
行
為
の
例
で
あ
る
が
、
国
家
機
関
の
地
位
に
あ
る
者

で
あ
っ
て
も
人
間
で
あ
る
以
上
、
自
ら
の
生
命
等
を
守
る
た
め
に
他
に
手
段
が
な
い
場
合
に
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
行
為
が
軍
隊
構
成
員
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
、
そ
れ
を
国
家
と
し
て
の
自
衛
権
の
行
使
と
考
え
る
か
、
そ
う
で
は
な

い
と
考
え
る
か
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
で
禁
止
さ
れ
た
「
武
力
の
行
使
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
解
決
し
な

け
れ
ば
答
え
ら
れ
ず
、
本
稿
で
は
そ
の
答
え
を
出
せ
な
い
。
た
だ
、「
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
」
に
基
づ
い
て
行
え
る
こ

と
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
国
家
的
自
衛
説
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
国
連
憲
章
第
五
一
条
等
が
規
定
す
る
（
国
家
的
）
自
衛
権
の
発
動
要

件
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
し
、
他
方
、
個
人
的
自
衛
説
ま
た
は
部
隊
防
衛
説
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
個
人
が
自
然
権

と
し
て
も
っ
て
い
る
正
当
防
衛
権
の
行
使
で
あ
る
（
個
人
的
自
衛
説
）、
ま
た
は
そ
う
し
た
権
利
を
部
隊
指
揮
官
の
指
揮
と
責
任
の
下

に
部
隊
単
位
で
行
使
す
る
行
為
で
あ
る
（
部
隊
防
衛
説
）
と
い
う
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
法
的
性
質
に
照
ら
し
て
結
論

を
導
く
こ
と
に
な
る
、
と
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
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ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
概
念
に
独
自
の
意
義
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
、
つ
ま
り
個
人
的
自
衛
説
か
部
隊
防
衛
説
の

立
場
に
立
つ
場
合
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
、
こ
の
概
念
に
基
づ
き
ど
の
程
度
の
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
か
は
慎
重
な
検
討
が
必
要

で
あ
る
。
こ
の
点
、
最
近
の
我
が
国
で
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
に
つ
い
て
、「
自
衛
隊
と
米
軍
が
平
時
の
共
同
任
務

中
に
攻
撃
さ
れ
た
場
合
、
守
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
『
国
際
ル
ー
ル
』
だ
」
と
言
わ
れ
た
り
（
他
国
軍
艦
の
防
護
）、
あ
る
い

は
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
駆
け
付
け
警
護
」
を
根
拠
づ
け
得
る
概
念
と
し
て
援
用
さ
れ
た
り
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
二

で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
部
隊
防
衛
説
に
お
い
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
、
個
人
の
も
っ
て
い
る
正
当
防
衛
権
を
、

部
隊
指
揮
官
の
指
揮
と
責
任
の
下
に
部
隊
単
位
で
集
合
的
に
行
使
す
る
行
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
（
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ

ェ
ン
ス
の
根
拠
な
い
し
淵
源
を
個
人
の
正
当
防
衛
権
に
求
め
る
点
は
、
個
人
的
自
衛
説
も
部
隊
防
衛
説
と
同
じ
で
あ
る
）。
正
当
防
衛

に
つ
い
て
、
例
え
ば
日
本
や
ド
イ
ツ
の
刑
法
で
は
、
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
急
迫
不
正
の
侵
害
を
避
け
よ
う

と
思
え
ば
避
け
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
あ
え
て
退
避
・
回
避
せ
ず
正
当
防
衛
行
為
に
訴
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は
、
法
確
証
の
原
理
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
説
明
が
つ
く
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
本
稿
一
2
参
照
）。
法
確
証
と
は
、

正
当
防
衛
行
為
に
法
秩
序
を
守
る
役
割
を
認
め
る
考
え
方
で
あ
る
が
、
こ
の
考
え
方
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
は
刑
法
典
を
作
る
各
国
の

立
法
政
策
の
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
の
考
え
方
を
導
入
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
刑
法
典
も
存
在
す
る
（
例
え
ば
、
正
当
防
衛
に
よ
っ

て
防
衛
で
き
る
「
他
人
」
を
親
族
な
ど
ご
く
狭
い
範
囲
の
人
に
限
定
す
る
刑
法
典
や
、
正
当
防
衛
状
況
に
お
け
る
退
避
・
回
避
義
務
を

肯
定
す
る
刑
法
典
な
ど
）。
つ
ま
り
、
許
さ
れ
る
行
為
の
範
囲
が
法
確
証
原
理
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
た
正
当
防
衛
権
は
、
普
遍
的
に
存

在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
法
確
証
と
い
う
考
え
方
を
立
法
政
策
的
に
採
用
し
た
国
の
実
定
法
秩
序
に
お
い
て
、
そ
の
国

0

0

0

の0

法
秩
序
を
守
る
（
確
証
す
る
）
た
め
に
存
在
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
他
方
、
自
己
保
存
行
為
と
し
て
の
正
当
防
衛
権
は
、
個
人
が

国
家
設
立
前
か
ら
自
然
的
に
も
っ
て
お
り
、
国
家
設
立
に
よ
っ
て
も
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
─
─
つ
ま
り
特
定
の
国
家
法
秩

（
131
）

（
132
）

（
133
）
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序
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
─
─
か
ら
、
特
定
の
国
家
法
秩
序
に
お
け
る
刑
事
責
任
を
排
除
す
る
と
い
う
文
脈
を
離
れ
て

も
、
つ
ま
り
、
国
際
的
文
脈
で
行
わ
れ
る
実
力
行
使
に
つ
い
て
も
妥
当
し
得
る
。
個
人
的
自
衛
説
や
部
隊
防
衛
説
の
立
場
に
立
つ
者
が

ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
根
拠
な
い
し
淵
源
と
考
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
正
当
防
衛
権
で
あ
る
。
そ
し

て
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
自
己
保
存
の
た
め
の
自
然
的
な
権
利
に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ

フ
ェ
ン
ス
を
根
拠
に
他
人
や
他
国
部
隊
を
防
衛
し
た
り
、
退
避
・
回
避
が
可
能
な
場
合
に
あ
え
て
防
衛
行
為
に
及
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
、

否
定
的
に
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
前
出
の
米
軍
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
「
敵
対
的
行
為
ま
た

は
敵
対
的
意
図
に
対
し
て
、
米
軍
の
特
定
の
部
隊

0

0

0

0

0

0

0

0

（
そ
の
中
の
個
別
の
要
員
や
、
近
傍
の
別
の
米
軍
部
隊
を
含
む
）
を
防
衛
す
る
行

為
」
と
定
義
し
て
お
り
、
他
国
部
隊
の
防
衛
な
ど
を
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
概
念
の
中
に
含
め
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
国

際
軍
事
法
・
戦
争
法
学
会
第
一
九
回
国
際
研
究
大
会
の
際
に
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
は
部
隊
に
固
有
の
権
利
で
あ
る
と

い
う
趣
旨
の
見
解
を
示
し
た
オ
ラ
ン
ダ
（
本
稿
四
九
頁
参
照
）
は
、「
攻
撃
が
既
に
開
始
さ
れ
た
後
に
そ
の
現
場
に
到
着
す
る
部
隊

（U
nits w

hich arrive at the scene of events after the attack has already com
m

enced

）
は
、
…
…
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル

フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
根
拠
に
行
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、（
1
）
そ
の
部
隊
は
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の

権
利
を
行
使
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
一
部
で
は
な
い
し
、
ま
た
、（
2
）
既
に
存
在
し
て
い
る
戦
闘
状
況
に
お
い
て
敵
と
交
戦
す
る
こ
と
を

ま
さ
に
目
的
と
し
て
現
場
に
到
着
す
る
（they arrive on the scene for the very purpose of engaging an enem

y in an al-

ready existing com
bat situation

）
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
の
う
ち
、（
1
）
は
、
正
当
防
衛
を
自
己
保
存
の

た
め
の
自
然
権
的
権
利
と
捉
え
る
と
他
人
の
た
め
の
防
衛
の
説
明
が
難
し
く
、（
2
）
は
、
正
当
防
衛
を
自
己
保
存
の
た
め
の
自
然
権

的
権
利
と
捉
え
る
と
退
避
・
回
避
義
務
が
な
い
こ
と
の
説
明
が
付
か
な
い
と
い
う
問
題
（
本
稿
三
三
─
三
四
頁
参
照
）
に
対
応
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
他
国
軍
艦
の
防
護
や
い
わ
ゆ
る
「
駆
け
付
け
警
護
」
の
よ
う
な
行
為
を
、
ユ
ニ
ッ

（
134
）

（
135
）

（
136
）
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ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
以
外
の
何
か
を
根
拠
に
行
え
る
可
能
性
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
得
る
が
、
そ
う
し
た
行
為
が
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル

フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
概
念
に
よ
っ
て
当
然
に
可
能
に
な
る
訳
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
は
、
少
な
く
と
も
指
摘
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ｒ
Ｏ
Ｅ
と
は
、「
軍
隊
当
局
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
る
命
令
（orders

）
ま
た
は
指
令
（directives

）
で
あ
っ
て
、
国
家
政
策
お
よ
び
法
に
従

っ
て
軍
事
的
目
的
を
達
す
る
た
め
に
実
力
（force

）、
ま
た
は
挑
発
的
と
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
行
動
（actions w

hich m
ight be con-

strued as provocative

）
を
と
る
こ
と
の
で
き
る
状
況
、
条
件
、
程
度
、
方
法
お
よ
び
制
約
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
」
の
こ
と
で
あ
る
。

Blaise Cathcart, 
“Force A

pplication in Enforcem
ent and Peace Enforcem

ent O
perations,

” in T
erry D

. Gill and D
ieter 

Fleck, eds., T
he H

andbook of the International Law
 of M

ilitary O
perations (O

xford: O
xford U

niversity Press, 2010), p. 116. 

Ｒ
Ｏ
Ｅ
は
、
通
常
は
機
密
指
定
さ
れ
、
公
開
さ
れ
な
い
が
、
後
述
す
る
米
軍
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
の
よ
う
に
、
公
開
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
ま
で
の
米
国
で
は
、
有
事
の
た
び
に
、
ま
た
、
事
態
の
進
展
に
応
じ
て
Ｒ
Ｏ
Ｅ
が
作
成
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
Ｒ
Ｏ
Ｅ

の
標
準
化
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
八
一
年
に
は
「
海
洋
部
隊
の
た
め
の
全
世
界
平
時
交
戦
規
則
（T

he W
orldw

ide Peace-
tim

e Rules of Engagem
ent for Seaborne Forces: PM

RO
E

）」
が
統
合
参
謀
本
部
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
一
九
八
六
年
に
は
「
統
合
参

謀
本
部
平
時
交
戦
規
則
（Peacetim

e Rules of Engagem
ent: PRO

E

）」
と
改
称
さ
れ
て
全
米
軍
部
隊
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
後
、
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
に
置
き
換
わ
る
形
で
一
九
九
四
年
一
〇
月
一
日
に
統
合
参
謀
本
部
議
長
告
示CJCSI 3121.01

と
し
て
公
布
さ
れ
た
の
が
Ｓ
Ｒ

Ｏ
Ｅ
で
あ
る
。
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
は
、
二
〇
〇
〇
年
（CJCSI 3121.01A

）
と
二
〇
〇
五
年
（CJCSI 3121.01 B

）
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
経

緯
に
つ
い
て
は
、
等
雄
一
郎
「
米
軍
に
お
け
る
Ｒ
Ｏ
Ｅ
の
発
展
と
一
九
九
四
年
版
統
合
参
謀
本
部
標
準
交
戦
規
則
」『
外
国
の
立
法
』
第
二
一
三

号
（
二
〇
〇
二
年
）
五
二
─
五
三
頁；

橋
本
靖
明
・
合
田
正
利
「
ル
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
（
Ｒ
Ｏ
Ｅ
）：
そ
の
意
義
と
役
割
」『
防

衛
研
究
所
紀
要
』
第
七
巻
二
・
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
五
─
六
頁
を
参
照
。

Standing Rules of Engagem
ent for U

S Forces, CJCSI 3121.01A
, http://fas.org/m

an/dod-101/dod/docs/cjcs_sroe.pdf, 
Enclosure A

, para. 5 (accessed 23 M
arch 2015).

International Institute of H
um

anitarian Law
, R

ules of E
ngagem

ent H
andbook, Sanrem

o, N
ovem

ber 2009, p. 3.
https://w

w
w

.usnw
c.edu/getattachm

ent/7b0d0f70-bb07-48f2-af0a-7474e92d0bb0/San-Rem
o-RO

E-H
andbook (accessed 23 

（
137
）

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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M
arch 2015).

Ibid.

［
イ
タ
リ
ッ
ク
体
原
文
］

安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構
築
に
関
す
る
懇
談
会
『
報
告
書
』（
平
成
二
六
年
五
月
一
五
日
）
三
四
頁
［
傍
点
引
用
者
］。
な
お
、
同
報
告

書
は
、「
部
隊
防
護
（unit self-defense

）」
の
語
に
付
け
た
脚
注
で
、「
部
隊
司
令
官
の
判
断
で
、
部
隊
等
の
外
部
か
ら
の
侵
害
に
対
し
防
衛
の

た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
世
界
で
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

http://w
w

w
.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyou2/dai7/houkoku.pdf (accessed 23 M

arch 2015).
Standing Rules of Engagem

ent for U
S Forces, supra note 3, Enclosure A

, para. 6.
Charles P. T

rum
bull IV

, 

“The Basis of U
nit Self-D

efense and Im
plications for the U

se of Force,

” Duke Journal of Com
-

parative and International Law
, V

ol. 23 (2012), p. 122.

そ
の
回
答
は
、「
各
国
の
国
防
省
も
し
く
は
外
務
省
を
通
じ
て
、
ま
た
は
国
別
グ
ル
ー
プ
を
通
じ
て
（through their M

inistries of D
e-

fence or Foreign A
ffairs or their national groups

）」
な
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。R

ecueils de la Société internationale de 
D

roit m
ilitaire et de D

roit de la G
uerre, tom

e 19, Lʼinteropérabilité juridique et la garantie du respect du droit applicable 
dans le cadre des déploiem

ents m
ultinationaux (2013), p. 13.

Ibid., pp. 143-149.
D

ale Stephens, 

“Rules of Engagem
ent and the Concept of U

nit Self D
efense,

” Naval Law
 R

eview
, V

ol. 45 (1998), p. 135.
R

ecueils de la Société internationale de D
roit m

ilitaire et de D
roit de la G

uerre, supra note 9, p. 148.
International Institute of H

um
anitarian Law

, supra note 4, p. 3.

例
え
ば
、
樋
口
陽
一
・
佐
藤
幸
治
・
中
村
睦
男
・
浦
部
法
穂
『
注
釈
日
本
国
憲
法
』
上
巻
（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
八
四
年
）
一
七
四
頁；

駒
村
圭
吾
「『
国
家
の
自
衛
権
』
と
い
う
虚
構
：『
虚
構
化
さ
れ
た
恐
怖
』
の
再
制
度
化
へ
向
け
て
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
一
二
六
〇
号
（
二
〇
〇

四
年
）
一
四
七
─
一
四
九
頁；

長
谷
部
恭
男
『
憲
法
』
第
六
版
（
新
世
社
、
二
〇
一
四
年
）
六
四
頁
。

必
要
性
と
均
衡
性
の
他
に
、
即
時
性
（im

m
ediacy

）（
時
間
的
に
対
処
が
切
迫
し
て
お
り
自
衛
以
外
に
と
り
う
る
措
置
が
な
い
こ
と
）
が

挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
即
時
性
は
、
必
要
性
の
要
件
の
中
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
酒
井
啓
亘
・
寺
谷
広
司
・
西
村
弓
・
濵
本
正
太
郎

『
国
際
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
五
三
六
頁
。

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）
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自
衛
権
の
発
動
要
件
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、Christopher Greenw

ood, 

“Self-D
efence,

” in Rüdiger W
olfrum

, ed., T
he M

ax 
Planck E

ncyclopedia of Public International Law
, V

ol. 9 (O
xford: O

xford U
niversity Press, 2012), pp. 103-113

を
参
照
。

M
ilitary and Param

ilitary A
ctivities in and against N

icaragua (N
icaragua v. U

nited States of A
m

erica), M
erits, ICJ 

R
eports 1986, p. 103.

Legal O
pinions of the Secretariat of the U

nited N
ations (Issued or Prepared by the O

ffice of Legal A
ffairs), 

“The 
Right of Self-D

efence of U
nited N

ations Peacekeeping Forces and the Exercise of that Right: A
rticle 51 of the Charter of 

the U
nited N

ations,

” United N
ations Juridical Y

earbook 1993, p. 371.
Responsibility of International O

rganizations, U
.N

. D
oc., A

/RES/66/100, A
nnex.

Legal O
pinions of the Secretariat of the U

nited N
ations, supra note 18, p. 372.

Responsibility of States for Internationally W
rongful A

cts, U
.N

. D
oc., A

/RES/56/83 A
nnex.

T
ext of the D

raft A
rticles w

ith Com
m

entaries thereto, U
.N

. D
oc., A

/88/10, p. 113.
Ibid.

［
傍
点
引
用
者
］

International Institute of H
um

anitarian Law
, supra note 4, p. 3.

英
米
法
で
は
、
我
が
刑
法
の
「
正
当
防
衛
」
に
当
た
る
も
の
を
「
私
的
防
衛
（private defence

）」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。「
私
的
防
衛
」

に
は
、
①
自
己
防
衛
（self-defence

）、
②
他
人
の
た
め
の
防
衛
（defence of another

）、
③
財
産
の
防
衛
（defence of property

）
の
三

つ
が
含
ま
れ
る
。「
私
的
防
衛
」
に
対
す
る
概
念
は
「
公
的
防
衛
（public defence

）」
で
あ
り
、
逮
捕
行
為
や
犯
罪
防
止
の
た
め
に
威
力
を
行

使
す
る
場
合
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
。
木
村
光
江
「
英
米
刑
法
に
お
け
る
根
拠
づ
け
と
防
衛
意
思
」『
刑
法
雑
誌
』
第
三
五
巻
二
号
（
一
九
九
五

年
）
二
二
八
頁
。

Rob M
cLaughlin, U

nited N
ations N

aval Peace O
perations in the T

erritorial Sea (Leiden: M
artinus N

ijhoff Publishers, 
2009), p. 180.

例
え
ば
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｙ
）
規
程
に
は
、
違
法
性
阻
却
事
由
に
つ
い
て
の
規
定
が
な
か
っ
た
が
、
同

裁
判
所
の
第
一
審
裁
判
部
は
、
正
当
防
衛
そ
の
他
の
阻
却
事
由
は
「
裁
判
所
が
付
託
さ
れ
た
事
件
を
裁
判
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
に
入
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
刑
法
の
一
般
原
則
（the general principles of crim

inal law

）
を
構
成
す
る
」
と
述
べ
、「
こ
の
規
定
［
国
際
刑
事
裁
判
所
規

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）
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程
第
三
一
条
一
項
ｃ
号
］
に
定
め
ら
れ
た
正
当
防
衛
の
原
則
は
、
ほ
と
ん
ど
の
国
の
刑
法
典
に
見
ら
れ
る
規
定
を
反
映
し
て
お
り
、
慣
習
国
際
法

の
規
則
を
構
成
す
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。Procecutor v. K

ordic and Cerkez, ICT
Y

, T
rial Cham

-
ber, Judgem

ent, 26 February 2001, IT
-95-14/2-T

, paras. 449, 451.
Peter K

lose, 

“Notrecht des Staates aus staatlicher Rechtsnot: Zum
 rechtlichen Funktionszusam

m
enhang zw

ischen 
N

otw
ehr und Gefahrenabw

ehr,

” Zeitschrift für die gesam
te Strafrechtsw

issenschaft, Bd. 89 (1977), S. 86.
例
え
ば
、
香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
：
総
論
』
第
三
版
（
成
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
一
七
一
頁；

瀧
川
幸
辰
『
犯
罪
論
序
説
』（
有
斐
閣
、
一

九
四
七
年
）
八
八
頁；

中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』（
成
文
堂
、
一
九
八
二
年
）
二
六
九
頁；

野
村
稔
『
刑
法
総
論
』
補
訂
版
（
成
文
堂
、
一
九
九

八
年
）
二
一
九
頁; K

arl Binding, H
andbuch des Strafrechts, Bd. 1, N

eudruck der A
usgabe Leipzig 1885 (D

arm
stadt: Scientia 

V
erlag A

alen, 1991), S. 730-731; K
lose, oben A

nm
. 28, S. 61-102; H

einz W
agner, Individualistische oder überindividualist-

ische N
otw

ehrbegründung (Berlin: D
uncker &

 H
um

bolt, 1984), S. 29-38.

例
え
ば
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
』
新
版
第
四
版
（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
二
七
三
頁；

大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）』
第
三
版
増

補
版
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
三
六
二
頁；

川
端
博
『
正
当
防
衛
権
の
再
生
』（
成
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
一
六
─
一
九
頁；

齊
藤
誠
二
『
正

当
防
衛
権
の
根
拠
と
展
開
』（
多
賀
出
版
、
一
九
九
一
年
）
五
四
─
五
七
頁；

曽
根
威
彦
『
刑
法
総
論
』
第
四
版
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
九

九
─
一
〇
〇
頁；

内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
（
中
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
）
三
二
八
─
三
三
一
頁；

山
中
敬
一
『
正
当
防
衛
の
限
界
』（
成

文
堂
、
一
九
八
五
年
）
二
三
─
三
八
頁; H

erm
ann Blei, Strafrecht I: A

llgem
einer T

eil, 18. A
ufl. (M

ünchen: C.H
. Beck, 1983), S. 

150; Paul Bockelm
ann, Strafrecht allgem

einer T
eil, 3. A

ufl. (M
ünchen: C.H

. Beck, 1979), S. 91; Fritjof H
aft, Strafrecht allge-

m
einer T

eil, 6. A
ufl. (M

ünchen: C.H
.Beck, 1994), S. 82-83; Reinhart M

aurach (fortgeführt von H
einz Zipf), Strafrecht allge-

m
einer T

eil, 8. A
ufl. (H

eidelberg: C. F. M
üller Juristischer V

erlag, 1992), S. 353-355; Claus Roxin, Strafrecht allgem
einer 

T
eil, Bd. 1, G

rundlagen: D
er A

ufbau der V
erbrechenslehre, 4. A

ulf. (M
ünchen: Beck, 2006), S. 654; Johannes W

essels (fort-
geführt von W

erner Beulke), Strafrecht allgem
einer T

eil: D
ie Straftat und ihr A

ufbau, 39. A
ufl. (H

eidelberg: C.F. M
üller 

V
erlag, 2009), S. 115.

曽
根
・
前
掲
注
（
30
）
一
〇
〇
頁
。

齊
藤
・
前
掲
注
（
30
）
八
頁
。

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）
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例
え
ば
、
齊
藤
・
前
掲
注
（
30
）
五
五
─
五
七
頁
参
照
。

た
だ
し
、
正
当
防
衛
の
場
合
に
退
避
・
回
避
義
務
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
比
較
法
的
に
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
オ
ラ

ン
ダ
の
最
高
裁
は
、
退
避
・
回
避
が
可
能
な
場
合
に
あ
え
て
防
衛
行
為
に
訴
え
る
場
合
に
は
正
当
防
衛
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
の

立
場
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。R

ecueils de la Société internationale de D
roit m

ilitaire et de D
roit de la G

uerre, supra note 
9, p. 161.

前
出
の
国
際
軍
事
法
・
戦
争
法
学
会
第
一
九
回
国
際
研
究
大
会
の
際
に
質
問
へ
の
回
答
を
行
っ
た
一
〇
カ
国
の
う
ち
、
個
人
的
自
衛

（
個
人
の
正
当
防
衛
）
の
場
合
に
退
避
義
務
（duty to retreat

）
が
あ
る
か
と
い
う
質
問
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
義
務
は
な
い
と
答
え
た
の

は
三
カ
国
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
チ
ェ
コ
、
ス
イ
ス
）、
退
避
義
務
が
あ
る
と
答
え
た
の
は
二
カ
国
（
オ
ラ
ン
ダ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
）
で
、
残
り
の
五

カ
国
は
明
確
な
答
え
を
し
な
か
っ
た
。Ibid.

緊
急
救
助
と
そ
の
正
当
化
根
拠
に
つ
い
て
は
、
齊
藤
誠
二
「
い
わ
ゆ
る
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
（
緊
急
救
助
）
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）」『
筑

波
法
政
』
第
一
四
号
（
一
九
九
一
年
）
六
五
─
九
九
頁；

津
田
重
憲
『
緊
急
救
助
の
研
究
』（
成
文
堂
、
一
九
九
四
年
）
八
二
─
八
九
頁；

津
田

重
憲
「
緊
急
救
助
と
退
避
義
務
に
関
す
る
一
考
察
」『
法
律
論
叢
』
第
八
三
巻
二
・
三
合
併
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
八
七
─
三
〇
二
頁; Robert 

H
aas, N

otw
ehr und N

othilfe: Zum
 Prinzip der A

bw
ehr rechtsw

idriger A
ngriffe: G

eschichtliche E
ntw

icklung und heutige 
Problem

atik (Frankfurt am
 M

ain: Peter Lang, 1978)

な
ど
を
参
照
。

た
だ
し
、
法
確
証
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
は
、
有
力
な
批
判
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
西
田
典
之
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「『
法
確

証
の
利
益
』
と
は
、
不
法
な
侵
害
に
は
正
当
防
衛
と
い
う
反
撃
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
こ
と
で
、
法
規
範
の
存
在
を
確
証
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
法
規
範
の
自
己
確
証
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
正
な
侵
害
を
す
る
も
の
に
対
し
て
は
正
当
防
衛
と
い
う

サ
ン
ク
シ
ョ
ン
（
制
裁
）
が
あ
る
と
示
す
こ
と
に
よ
り
、
攻
撃
者
が
二
度
と
そ
う
し
た
攻
撃
を
し
な
い
よ
う
に
で
き
る
（
特
別
予
防
）。
ま
た
一

般
人
に
対
し
て
は
、
不
正
な
攻
撃
を
す
る
と
反
撃
さ
れ
る
の
だ
か
ら
自
分
は
や
め
て
お
こ
う
と
思
わ
せ
る
効
果
を
も
つ
（
一
般
予
防
）
と
す
る
の

で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
正
当
防
衛
と
い
う
形
で
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
殺
す
な
』『
盗
む
な
』
と
い
う
規
範
を
防
衛

す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
規
範
防
衛
論
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
根
底
に
は
、
国
家
刑
罰
権
の
代
理
行
使
と
い
う
考
え
方
が
潜
ん

で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
論
理
的
な
帰
結
と
し
て
、
規
範
の
意
味
を
理
解
し
得
る
者
に
対
し
て
し
か
法
確
証

の
利
益
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
動
物
や
自
然
災
害
等
の
人
間
以
外
の
も
の
や
責
任
無
能
力
者
に
対
し
て
は
、
法
確
証

の
利
益
が
欠
如
す
る
た
め
正
当
防
衛
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
無
能
力
者
へ
の
正
当
防
衛
や
対
物
防
衛
が
で
き
な
く

（
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な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
結
論
が
妥
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
自
己
保
全
＋
法
確
証
の
利
益
に
よ
る
優
越
的
利
益
保

護
と
い
う
正
当
化
根
拠
に
は
基
本
的
な
疑
問
が
あ
る
。」
西
田
典
之
『
刑
法
総
論
』
第
二
版
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
一
五
六
─
一
五
七
頁
。

同
様
の
批
判
と
し
て
、
山
口
厚
『
刑
法
総
論
』
第
二
版
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
一
一
一
─
一
一
二
頁；

橋
爪
隆
『
正
当
防
衛
論
の
基
礎
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
三
五
─
五
七
頁
も
参
照
。

曽
根
威
彦
『
刑
法
に
お
け
る
正
当
化
の
理
論
』（
成
文
堂
、
一
九
八
〇
年
）
六
七
、
七
一
頁
［
傍
点
引
用
者
］。

同
書
、
六
七
頁
［
傍
点
引
用
者
］。

同
上
［
傍
点
引
用
者
］。

「
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
」
平
成
四
年
法
律
第
七
九
号
［
傍
線
引
用
者
］。
同
法
は
、「
国
際
平
和
協
力

業
務
」（
第
三
条
三
項
で
定
義
さ
れ
る
業
務
で
あ
り
、「
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
」、「
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
」
お
よ
び
「
国
際
的
な
選
挙
監

視
活
動
」
の
た
め
に
実
施
さ
れ
る
も
の
）
の
実
施
等
に
つ
い
て
定
め
た
法
律
で
あ
り
、
国
際
平
和
協
力
業
務
は
、
①
国
際
平
和
協
力
隊
（
第
九
条

一
項
）、
②
海
上
保
安
庁
の
船
舶
ま
た
は
航
空
機
の
乗
組
員
た
る
海
上
保
安
庁
の
職
員
（
第
六
条
五
項
、
第
九
条
三
項
・
五
項
）、
③
自
衛
隊
の
部

隊
等
（
第
六
条
六
項
、
第
九
条
三
項
・
五
項
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
②
お
よ
び
③
が
そ
れ
ぞ
れ
海
上
保
安
庁
の
職
員
お
よ
び
自
衛
隊
の
自
衛
官

の
中
か
ら
派
遣
さ
れ
る
の
に
対
し
、
①
の
隊
員
は
、
志
願
者
の
う
ち
か
ら
の
選
考
に
よ
る
採
用
に
よ
り
（
第
一
一
条
）、
ま
た
は
関
係
行
政
機
関

か
ら
の
職
員
の
派
遣
に
よ
り
（
第
一
二
条
）
確
保
さ
れ
る
。
第
二
四
条
一
項
は
①
の
、
同
二
項
は
②
の
、
同
三
項
は
③
の
武
器
使
用
に
つ
い
て
そ

れ
ぞ
れ
定
め
た
規
定
で
あ
る
。
武
器
使
用
に
つ
い
て
①
～
③
で
異
な
る
の
は
、
使
用
で
き
る
武
器
の
種
類
の
違
い
（
第
二
四
条
一
項
～
三
項
）
の

ほ
か
、
②
お
よ
び
③
の
場
合
、「
当
該
現
場
に
上
官
が
在
る
と
き
は
、
そ
の
命
令
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
生
命
又
は
身
体
に
対

す
る
侵
害
又
は
危
難
が
切
迫
し
、
そ
の
命
令
を
受
け
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
定
め
る
第
二
四
条
四
項
が
適
用
さ
れ

る
一
方
、
①
の
場
合
、
同
項
が
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
田
村
重
信
・
高
橋
憲
一
・
島
田
和
久
編
著
『
日
本
の

防
衛
法
制
』
第
二
版
（
内
外
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
四
四
一
─
四
七
三
頁
を
参
照
。
な
お
、
①
～
③
は
、
第
三
条
三
項
各
号
に
列
挙
さ
れ
た
国
際

平
和
協
力
業
務
の
う
ち
従
事
で
き
る
も
の
の
面
で
も
違
い
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
書
四
七
三
頁
の
表
が
分
か
り
や
す
い
。

第
一
五
三
回
国
会
衆
議
院
国
際
平
和
に
関
す
る
特
別
委
員
会
理
事
会
提
出
資
料
（
平
成
三
年
九
月
二
七
日
）。

平
成
二
三
年
一
〇
月
二
七
日
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
・
政
府
参
考
人
（
梶
田
信
一
郎
）
答
弁
『
第
一
七
九
回
国
会
参
議
院
外
交
防
衛
委
員

会
会
議
録
』
第
二
号
二
五
頁
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
齊
藤
・
前
掲
注
（
35
）
九
一
頁
を
参
照
。
日
本
や
ド
イ
ツ
の
刑
法
で
は
、
正
当
防
衛
権
に
よ
っ
て
防
衛
で
き
る
「
他

人
」
の
範
囲
に
限
定
を
付
け
て
い
な
い
が
、
米
国
で
は
、
正
当
防
衛
に
よ
っ
て
防
衛
で
き
る
「
他
人
」
の
範
囲
を
、
親
族
や
同
一
世
帯
に
属
す
る

者
に
限
定
す
る
州
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
（
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
や
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
な
ど
）。H

ans F.R. Boddens H
osang, 

“Personal Self-
D

efence and Its Relationship to Rules of Engagem
ent,

” in Gill and Fleck, supra note 1, p. 438.
Standing Rules of Engagem

ent for U
S Forces, supra note 3, para. 6.b (

“The SRO
E differentiate betw

een the use of 
force for self-defense and for m

ission accom
plishm

ent.

”).

国
家
の
任
務
と
し
て
は
、
領
域
内
に
お
け
る
法
秩
序
の
維
持
だ
け
で
な
く
、
外
部
か
ら
の
侵
略
に
対
し
て
国
民
の
生
命
・
財
産
等
を
防
衛
す

る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
1
で
検
討
し
た
「
国
家
的
自
衛
」
も
国
家
の
「
任
務
遂
行
の
た
め
の
実
力
（
武
力
）
の
行
使
」
に
含
ま

れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
実
際
、
例
え
ば
田
村
・
高
橋
・
島
田
・
前
掲
注
（
40
）
二
一
一
─
二
一
二
頁
の
よ
う
に
、
自
衛
隊
に
よ
る
武
器

使
用
を
、
①
「
職
務
（
任
務
）
遂
行
の
た
め
の
武
器
使
用
」
と
②
「
い
わ
ば
自
己
保
存
の
た
め
の
自
然
権
的
権
利
と
い
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
武

器
使
用
」
と
に
分
け
、
①
を
さ
ら
に
「
警
察
権
を
行
使
す
る
も
の
」、「
防
衛
力
の
維
持
の
た
め
の
も
の
」、「
自
衛
権
の
行
使
に
伴
う
も
の
」
に
分

け
る
も
の
も
あ
る
。

「
自
衛
」
に
（
ｂ
）
が
含
ま
れ
る
と
い
う
国
連
の
立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
三
年
の
第
二
次
国
連
緊
急
軍
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｆ　

Ⅱ
）
の
際
で
あ
り
（Report of the Secretary-General on the Im

plem
entation of Security Council Resolution 340 (1973), U

.N
. 

D
oc., S/11052/Rev.1.

）、
こ
の
立
場
は
そ
の
後
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
設
置
の
際
に
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。T

revor Findlay, T
he U

se of Force in 
U

N
 Peace O

perations (O
xford: O

xford U
niversity Press, 2002), p. 100.

な
お
、
我
が
国
政
府
は
、（
ａ
）
を
「
Ａ
タ
イ
プ
の
武
器
使
用
」、

（
ｂ
）
を
「
Ｂ
タ
イ
プ
の
武
器
使
用
」
呼
び
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
参
加
す
る
自
衛
隊
員
は
前
者
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
後
者
を
行
う
こ
と
は
憲

法
第
九
条
と
の
関
係
で
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
と
し
て
き
た
。
阪
田
雅
裕
『
政
府
の
憲
法
解
釈
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
九
八
─
一
〇
二
頁
。

U
nited N

ations D
epartm

ent of Peacekeeping O
perations and D

epartm
ent of Field Support, U

nited N
ations Peacekeep-

ing O
perations: Principles and G

uidelines (2008), p. 31.
M

cLaughlin, supra note 26, pp. 197-198.

デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、「
個
別
的
自
衛
の
諸
形
態
（[t]he m

odalities of individual self-defence

）」
を
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。

Y
oram

 D
instein, W

ar, A
ggression and Self-D

efence, 5th ed. (Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 2011), pp. 242-277.

（
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Ⅰ　

国
家
に
よ
る
（by a State

）
武
力
攻
撃
に
対
す
る
自
衛

Ａ　
「
戦
争
に
至
ら
な
い
（short of w

ar

）」
措
置

（
ａ
）
現
場
に
お
け
る
反
撃
（on-the-spot reaction

）

（
ｂ
）
防
衛
的
武
力
復
仇
（defensive arm

ed reprisals

）

（
ｃ
）
在
外
自
国
民
保
護

Ｂ　

戦
争
（w

ar

）

Ⅱ　

国
家
か
ら
の
（from

 a State

）
武
力
攻
撃
に
対
す
る
自
衛

こ
れ
ら
の
う
ち
、
Ⅱ
は
、
国
家
に
よ
る
武
力
攻
撃
で
は
な
く
、
他
国
領
域
内
の
非
国
家
団
体
か
ら
の
武
力
攻
撃
に
対
し
て
行
わ
れ
る
自
衛
で
あ
り
、

デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
は
こ
れ
を
「
域
外
法
執
行
（extra-territorial law

 enforcem
ent

）」
と
も
呼
ん
で
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
「
自
衛
の
一
形

態
（a form

 of self-defence
）」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
形
態
の
自
衛
は
、
他
国
領
域
内
の
非
国
家
団

体
か
ら
武
力
攻
撃
が
行
わ
れ
、
そ
う
し
た
武
力
攻
撃
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
を
領
域
国
が
防
止
す
る
能
力
ま
た
は
意
思
を
欠
い
て
い
る
（unable 

or unw
illing

）
場
合
に
行
使
で
き
る
。Ibid., p. 272.

こ
れ
に
対
し
、
国
家
に
よ
る
武
力
攻
撃
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
自
衛
（
Ⅰ
）
は
、
戦
争

（
Ｂ
）
と
戦
争
に
至
ら
な
い
措
置
（
Ａ
）
と
に
大
別
さ
れ
る
。
戦
争
と
は
、
大
規
模
な
侵
略
（all-out invasion

）
に
対
抗
し
て
行
わ
れ
る
包
括

的
な
武
力
行
使
（com

prehensive use of counter-force

）
の
こ
と
で
あ
る
。Ibid., pp. 259, 262.

戦
争
に
至
ら
な
い
措
置
（
Ⅰ
．Ａ
）
は
、

そ
う
し
た
包
括
性
・
大
規
模
性
を
欠
く
武
力
行
使
を
総
称
す
る
も
の
で
あ
り
、
武
力
行
使
の
目
的
や
態
様
に
よ
っ
て
（
ａ
）
～
（
ｃ
）
の
三
つ
に

分
類
さ
れ
る
。
現
場
に
お
け
る
反
撃
（
ａ
）
と
防
衛
的
武
力
復
仇
（
ｂ
）
は
、
後
者
が
過
去
の
武
力
攻
撃
に
対
す
る
反
撃
で
あ
る
の
に
対
し
、
前

者
は
武
力
攻
撃
が
現
に
行
わ
れ
て
い
る
そ
の
現
場
に
お
い
て
、
そ
の
武
力
攻
撃
に
対
し
て
行
わ
れ
る
反
撃
行
為
で
あ
る
点
が
異
な
る
。Ibid., p. 

245.

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
「
個
別
的
自
衛
の
諸
形
態
」
は
、
す
べ
て
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
お
よ
び
関
連
す
る
慣
習
国

際
法
規
則
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
自
衛
権
で
あ
っ
て
、
法
的
性
質
の
異
な
る
複
数
の
自
衛
概
念
が
想
定
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
が
以
上
の
よ
う
な
分
類
を
す
る
の
は
、
必
要
性
・
均
衡
性
・
即
時
性
と
い
っ
た
自
衛
権
発
動
要
件
の
適
用
の
さ
れ
方
（the 

operation of the three custom
ary conditions of necessity, proportionality and im

m
ediacy

）
が
違
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。Ibid., 

p. 261.
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Ibid., p. 243

［
傍
点
引
用
者
］.

Ibid.
Ibid., pp. 211-213, 243.
Ian Brow

nlie, International Law
 and the U

se of Force by States (O
xford: Clarendon Press, 1963), p. 305.

A
ffaire du D

étroit de Corfou, Fond, CIJ R
ecueil 1949, p. 31.

D
instein, supra note 49, pp. 243-244.

Ibid., p. 244.
John E. N

oyes, 
“Unit Self-D

efense at Sea: V
iew

s form
 the U

nited States and the International Court of Justice,

” in 
Erik Franckx and Philippe Gautier, eds., T

he E
xercise of Jurisdiction over V

essels: N
ew

 D
evelopm

ents in the Fields of Pol-
lution, Fisheries, Crim

es at Sea and T
rafficking of W

eapons of M
ass D

estruction (Brussels: Bruylant, 2010), pp. 188-189.
H

ans F.R. D
oddens H

osang, 
“Force Protection, U

nit Self-D
efence, and Extended Self-D

efence,

” in Gill and Fleck, supra 
note 1, pp. 420, 422.

T
rum

bull, supra note 8, pp. 132-133
［
傍
点
引
用
者
］.

Ibid., pp. 127-132.
M

ichael A
. N

ew
ton, 

“Continuum
 Crim

es: M
ilitary Jurisdiction over Foreign N

ationals W
ho Com

m
it International 

Crim
es,

” Military Law
 R

eview
, V

ol. 153 (1996), p. 85.
T

rum
bull, supra note 8, pp. 146-147.

H
osang, supra note 58, p. 420.

な
お
、
正
当
防
衛
権
の
集
合
的
行
使
と
い
う
見
解
は
、
ホ
サ
ン
グ
自
身
の
見
解
で
は
な
い
。
前
述
し
た

通
り
（
前
掲
注
（
58
））、
ホ
サ
ン
グ
は
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
国
家
的
自
衛
の
一
形
態
で
あ
る
と
考
え
る
。

M
cLaughlin, supra note 26, p. 182.

R
ecueils de la Société internationale de D

roit m
ilitaire et de D

roit de la G
uerre, supra note 9, pp. 144-145.

Stephens, supra note 11, pp. 126-151.
Ibid., p. 135
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Ibid., p. 128

［
イ
タ
リ
ッ
ク
体
原
文
］.

Ibid., pp. 136-137.
Brow

nlie, supra note 53, p. 305.
Ibid.
Stephens, supra note 11, pp. 137-138.
Ibid., p. 139.
M

ilitary and Param
ilitary A

ctivities in and against N
icaragua, supra note 17, pp. 103, 127.

Stephens, supra note 11, pp. 138-139.
Ibid., p. 140.
Ibid., pp. 139-140.
Ibid., pp. 127, 150.
Ibid., pp. 128, 151.
Ibid., p. 151

［
傍
点
引
用
者
］.

Ibid., pp. 135-136.
Ibid., p. 135.
Ibid., p. 126

［
傍
点
引
用
者
］.

R
ecueils de la Société internationale de D

roit m
ilitaire et de D

roit de la G
uerre, supra note 9, p. 204

［
ボ
ー
ル
ド
体
原

文
］.Ibid., p. 203.

Standing Rules of Engagem
ent for U

S Forces, CJCSI 3121.01 B, Enclosure A
, para. 3. a

［
傍
点
引
用
者
］.

https://w
w

w
a.nko.navy.m

il/gear/library/dow
nload?docum

ent_id=1665800033 (accessed 23 M
arch 2015).

前
掲
注
（
40
）
も
参
照
。

平
成
一
〇
年
五
月
二
〇
日
参
議
院
本
会
議
・
橋
本
龍
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
答
弁
『
第
一
四
二
回
国
会
参
議
院
会
議
議
事
録
』
第
二
八
号
三
頁
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［
傍
点
引
用
者
］。

D
instein, supra note 49, p. 332.

T
rum

bull, supra note 8, pp. 140-145

②
は
そ
も
そ
も
領
域
の
外
の
公
海
上
で
行
わ
れ
る
攻
撃
で
あ
り
、
③
は
他
国
（
平
和
維
持
活
動
の
受
入
国
）
の
領
域
内
で
行
わ
れ
る
攻
撃
で

あ
る
。
①
は
国
家
領
域
内
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
に
は
国
家
領
域
へ
の
攻
撃
と
は
見
な
さ
れ
な
い
。

H
osang, supra note 58, pp. 426-427.

た
だ
し
、
国
際
的
武
力
紛
争
が
存
在
す
る
状
況
に
お
い
て
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
が
ま
っ
た
く
問
題
と
な
ら
な
い
訳
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
条
約
（
戦
地
に
あ
る
軍
隊
の
傷
者
及
び
病
者
の
状
態
の
改
善
に
関
す
る
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
）
お
よ
び
同
第
二
条
約
（
海
上
に
あ
る
軍
隊
の
傷
者
、
病
者
及
び
難
船
者
の
状
態
の
改
善
に
関
す
る
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
）
は
、「
衛
生
機
関
の
固
定
施
設
及
び
衛
生
移
動
部
隊
」（
衛
生
部
隊
）、「
軍
用
病
院
船
」
お
よ
び
「
各
国
赤
十
字
社
、
公
に
承

認
さ
れ
た
救
済
団
体
又
は
私
人
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
病
院
船
」（
民
間
病
院
船
）
に
特
別
の
保
護
を
与
え
て
お
り
、
紛
争
当
事
国
は
、
い
か
な
る

場
合
に
も
こ
れ
ら
を
攻
撃
し
た
り
捕
獲
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
（
第
一
条
約
第
一
九
条
、
第
二
条
約
第
二
二
条
お
よ
び
第
二
四

条
）。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
が
「
人
道
的
任
務
か
ら
逸
脱
し
て
敵
に
有
害
な
行
為
を
行
う
た
め
に
使
用
さ
れ
た
場
合
」
は
そ
の
限
り
で
は
な
く
、
そ

の
よ
う
な
場
合
、
こ
れ
ら
に
与
え
ら
れ
た
特
別
の
保
護
は
消
滅
す
る
（
第
一
条
約
第
二
一
条
、
第
二
条
約
第
三
四
条
）。
他
方
、
衛
生
部
隊
や
病

院
船
等
が
「
自
衛

0

0

又
は
そ
の
責
任
の
下
に
あ
る
傷
者
及
び
病
者
の
防
衛
の
た
め
に
武
器
を
使
用
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（they use the arm
s in their ow

n de-
fence, or in that of the w

ounded and sick in their charge

）」
事
実
は
、
こ
れ
ら
に
与
え
ら
れ
る
特
別
の
保
護
を
剥
奪
す
る
理
由
と
し
て

は
な
ら
な
い
（
第
一
条
約
第
二
二
条
。
第
二
条
約
第
三
五
条
の
場
合
は
、「
当
該
病
院
船
又
は
軍
艦
内
の
乗
組
員
が
秩
序
の
維
持
並
び
に
自
衛

0

0

又

は
傷
者
及
び
病
者
の
防
護
の
た
め
に
武
装

0

0

0

0

0

0

0

0

し
て
い
る
こ
と
（the crew

s of ships or sick-bays are arm
ed for the m

aintenance of or-
der, for their ow

n defence or that of the sick and w
ounded

）」
と
い
う
文
言
に
な
っ
て
い
る
。
傍
点
お
よ
び
下
線
は
引
用
者
が
付
し
た

も
の
）。
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
衛
生
部
隊
や
病
院
船
等
は
、
敵
対
行
為
（「
敵
に
有
害
な
行
為
」）
を
行
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
を
行
わ
な
い

限
り
に
お
い
て
特
別
の
保
護
を
享
受
す
る
が
、
自
ら
ま
た
は
そ
の
管
理
の
下
に
あ
る
傷
病
者
を
防
衛
す
る
た
め
に
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
当

然
の
こ
と
と
し
て
留
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
と
し
て
留
保
さ
れ
て
い
る
こ
の
部
分
は
、（
と
り
わ
け
個
人
的
自
衛
説
や
部
隊
防

衛
説
が
言
う
意
味
で
の
）
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
内
容
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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国
連
平
和
維
持
軍
は
、
国
連
憲
章
第
二
九
条
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る
安
全
保
障
理
事
会
の
補
助
機
関
（
総
会
に
よ
る
設
置
の
場
合
は
第
二
二

条
に
基
づ
く
総
会
の
補
助
機
関
）
と
し
て
の
性
格
と
、
第
九
八
条
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る
事
務
局
の
一
部
と
し
て
の
性
格
を
併
せ
も
つ
と
言
わ
れ
、

そ
れ
ゆ
え
に
し
ば
し
ば
「
国
連
の
補
助
機
関
（a subsidiary organ of the U
nited N

ations

）」
と
呼
ば
れ
る
。
藤
田
久
一
『
国
連
法
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
三
七
〇
─
三
七
一
頁
。

森
肇
志
『
自
衛
権
の
基
層
：
国
連
憲
章
に
至
る
歴
史
的
展
開
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
一
四
〇
頁
。

M
ilitary and Param

ilitary A
ctivities in and against N

icaragua, supra note 17, p. 103.
Ibid., p. 127.
O

il Platform
s (Islam

ic Republic of Iran v. U
nited States of A

m
erica), Judgm

ent, ICJ R
eports 2003, p. 195.

デ
ィ
ン
ス
タ
イ
ン
は
逆
に
、
一
隻
の
軍
艦
に
対
す
る
攻
撃
が
武
力
攻
撃
に
当
た
る
（
オ
イ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
件
判
決
）
の
に
、
国

境
衝
突
事
件
が
武
力
攻
撃
に
当
た
ら
な
い
（
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
判
決
）
と
す
る
合
理
的
な
理
由
は
存
在
し
な
い
と
述
べ
て
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
判

決
の
方
を
批
判
し
て
い
る
。D

instein, supra note 49, p. 212.
E.g., Stephens, supra note 11, pp. 138-140.
Brow

nlie, supra note 53, p. 305
［
傍
点
引
用
者
］.

Stephens, supra note 11, pp. 128, 137-138.
D

instein, supra note 49, p. 244.
Brow

nlie, supra note 53, p. 305 (n. 1).
A

ffaire du D
étroit de Corfou, supra note 54, p. 31

［
傍
点
引
用
者
］.

Ibid.
T

om
 Ruys, 

“The M
eaning of ʻForceʼ and the Boundaries of the Jus A

d Bellum
: A

re ʻM
inim

alʼ U
ses of Force Excluded 

from
 U

N
 Charter A

rtcicle 2 (4)?,

” Am
erican Journal of International Law

, V
ol. 108 (2014), p. 177.

D
instein, supra note 49, pp. 210-212.

Stephens, supra note 11, pp. 129-130.
Letter dated 6 July 1988 from

 the A
cting Perm

anent Representative of the U
nited States of A

m
erica to the U

nited 
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N
ations A

ddressed to the President of the Security Council, U
.N

. D
oc., S/19989.

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、O

liver Corten (Chiristopher Sutcliffe trans.), T
he Law

 against W
ar: T

he Prohibition on the U
se of 

Force in Contem
porary International Law

 (O
xford: H

art Publishing, 2010), pp. 75, 81.
Responsibility of States for Internationally W

rongful A
cts, supra note 21.

Corten, supra note 111, pp. 50-125.
T

rum
bull, supra note 8, pp. 129-130.

国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
自
衛
原
則
に
つ
い
て
は
、
本
稿
三
五
頁
を
参
照
。

D
instein, supra note 49, p. 332

［
傍
点
引
用
者
］.

Ibid., p. 243.

「
座
談
会　

憲
法
九
条
の
過
去
・
現
在
・
未
来
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
一
二
六
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
〇
─
四
一
頁
。

Responsibility of International O
rganizations, supra note 19.

「
国
連
の
補
助
機
関
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
94
）
参
照
。

T
ext of the D

raft A
rticles w

ith Com
m

entaries thereto, supra note 22, p. 87.
Ibid., p. 88.
Ibid., p. 89.

安
保
法
制
懇
報
告
書
は
、「
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
国
際
基
準
で
認
め
ら
れ
た
武
器
使
用
が
国
際
連
合
憲
章
で
禁
止
さ
れ
た
国
際
関
係
に
お
け
る

『
武
力
の
行
使
』
に
当
た
る
と
解
釈
し
て
い
る
国
は
ど
こ
に
も
な
」
い
と
断
定
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
そ
う
言
え
る
の
か
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な

い
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
武
器
使
用
行
為
が
国
で
は
な
く
国
連
に
帰
属
す
る
か
ら
な
の
か
、
国
に
帰
属
す
る
け
れ
ど
も
「
武
力
の
行
使
」
に
当
た

ら
な
い
か
ら
な
の
か
、
あ
る
い
は
「
国
際
関
係
に
お
け
る
」
武
力
の
行
使
で
は
な
い
か
ら
な
の
か
、
定
か
で
な
い
。
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再

構
築
に
関
す
る
懇
談
会
・
前
掲
注
（
6
）
二
九
頁
。

A
lbrecht Randelzhofer and Rudolf D

olzer, 

“Article 2 (4),

” in Bruno Sim
m

a et al, eds., T
he Charter of the U

nited N
a-

tions: A
 Com

m
entary, 3rd ed. (O

xford: O
xford U

niversity Press, 2012), p. 213.
M

ax W
eber, 

“Politik als Beruf,

” in W
olfgang J. M

om
m

sen und W
olfgang Schluchter, hrsg., M

ax W
eber W

issenschaft 
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als Beruf 1917/1919; Politik als Beruf 1919 (T
übingen: J.C.B. M

ohr (Paul Siebeck), 1994), S. 159.

日
本
や
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
で
は
、
正
当
防
衛
が
、
自
己
保
存
の
た
め
の
自
然
権
と
し
て
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
法
確
証
の
利
益
を
擁
護
す
る

側
面
を
も
有
し
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
己
保
存
の
利
益
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
よ
う
な
正
当
防
衛
行
為
（
他
人
の
た
め
の
防
衛
、
退

避
・
回
避
が
可
能
な
場
合
に
あ
え
て
行
う
防
衛
行
為
等
）
が
許
容
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
正
当
防
衛
が
自
己
保
存
の
た
め
の
自
然

権
と
し
て
の
側
面
を
も
も
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
（
二
要
素
説
）。

商
船
武
装
の
問
題
に
関
す
る
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
は
、Robert W

. T
ucker, T

he Law
 of W

ar and N
eutrality at Sea (W

ashing-
ton: U

nited States Governm
ent Printing O

ffice, 1957), pp. 55-70

を
参
照
。

T
he Secretary of State (Lansing) to the Secretary of the T

reasury (M
cA

doo), Feb. 17, 1917, in Green H
ayw

ood H
ack-

w
orth, D

igest of International Law
, V

ol. 7 (W
ashington: U

nited States Governm
ent Printing O

ffice, 1943), p. 366.

真
山
全
「
国
連
の
軍
事
的
活
動
に
対
す
る
武
力
紛
争
法
の
適
用
：
武
力
紛
争
の
事
実
主
義
的
認
識
と
そ
の
限
界
」
安
藤
仁
介
・
中
村
道
・
位

田
隆
一
『
二
一
世
紀
の
国
際
機
構
：
課
題
と
展
望
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
三
一
六
頁
。

『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
四
年
六
月
五
日
朝
刊
五
頁
（「
さ
ら
に
『
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射
を
警
戒
す
る
米
艦
の
防
護
』
の
事
例
で
、
外
務
省
が

『
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
・
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
』
と
い
う
新
概
念
を
持
ち
出
し
た
。
自
衛
隊
と
米
軍
が
平
時
の
共
同
任
務
中
に
攻
撃
さ
れ
た
場
合
、
守

り
合
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
『
国
際
ル
ー
ル
』
だ
と
説
明
し
た
。
／
し
か
し
唐
突
な
説
明
に
協
議
メ
ン
バ
ー
は
困
惑
。
自
民
党
の
石
破
茂
幹
事

長
は
三
日
の
Ｂ
Ｓ
フ
ジ
の
番
組
で
『
初
耳
だ
っ
た
』
と
明
か
し
、
公
明
党
の
北
側
一
雄
副
代
表
は
『
政
府
の
説
明
は
ど
う
理
解
を
す
れ
ば
い
い
か

不
明
な
も
の
が
多
い
』
と
苦
言
を
呈
し
た
。」）。

我
が
国
政
府
は
、
二
〇
一
四
年
五
月
二
七
日
、「
安
全
保
障
法
制
整
備
に
関
す
る
与
党
協
議
会
」
に
対
し
、
安
全
保
障
に
関
す
る
従
来
の
憲

法
解
釈
や
法
制
度
で
は
対
処
に
支
障
が
あ
る
一
五
事
例
を
列
挙
し
た
「
事
例
集
」
を
提
示
し
た
。
一
五
事
例
は
、（
1
）
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い

事
態
へ
の
対
処
（
い
わ
ゆ
る
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
」
へ
の
対
処
）、（
2
）
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
を
含
む
国
際
協
力
等
、（
3
）
武
力
の
行
使
に
当
た
り
得
る

活
動
（「
集
団
的
自
衛
権
」
の
行
使
等
）
の
三
類
型
か
ら
な
る
。
自
由
民
主
党
「
安
全
保
障
法
制
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」http://jim

in.ncss.nifty.
com

/pdf/new
s/policy/125706_1.pdf (accessed 23 M

arch 2015).

政
府
や
与
党
が
こ
れ
ら
の
事
例
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ

ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
概
念
を
援
用
す
る
つ
も
り
が
あ
る
か
ど
う
か
は
本
稿
脱
稿
時
点
（
二
〇
一
五
年
三
月
二
三
日
）
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

新
聞
報
道
や
国
会
審
議
な
ど
を
総
合
す
る
と
、（
1
）
に
分
類
さ
れ
た
事
例
三
「
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射
警
戒
時
の
米
艦
防
護
」
と
、（
2
）
に
分
類

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
132
）



国際法における “unit self-defense” の法的性質と意義

（阪大法学）65（1-85）　 85 〔2015. 5 〕

さ
れ
た
事
例
五
「
駆
け
付
け
警
護
」
の
二
つ
に
つ
い
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
概
念
に
よ
る
説
明
を
考
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
り

得
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
四
年
六
月
五
日
朝
刊
二
頁
、『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
一
四
年
六
月
六
日
朝
刊
四
頁
、『
第

一
八
六
回
国
会
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
議
事
録
』
第
一
六
号
（
平
成
二
六
年
五
月
二
九
日
）
二
二
頁
、『
第
一
八
六
回
国
会
参
議
院
外
交
防
衛

委
員
会
議
事
録
』
第
二
二
号
（
平
成
二
六
年
六
月
一
〇
日
）
三
頁
な
ど
を
参
照
。
ま
た
、
安
保
法
制
懇
報
告
書
は
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
つ
い
て
述
べ

る
文
脈
で
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
概
念
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
駆
け
付
け
警
護
」
と
の
関
連
で
こ
の
概
念
を

援
用
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構
築
に
関
す
る
懇
談
会
・
前
掲
注
（
6
）
三
四
頁
。

前
掲
注
（
34
）
お
よ
び
（
43
）
参
照
。

も
っ
と
も
、
部
隊
防
衛
説
の
立
場
に
立
つ
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、
例
え
ば
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
海
軍
と
米
海
軍
が
共
同
作
戦
に
従
事
し
て
い
る

場
合
に
、
攻
撃
を
受
け
て
い
る
米
軍
艦
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
艦
が
防
護
す
る
行
為
（
他
国
軍
艦
の
防
護
）
が
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン

ス
の
行
使
と
し
て
可
能
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
（
本
稿
四
六
─
四
七
頁
参
照
）。
し
か
し
、
そ
う
し
た
見
解
は
、
部
隊
防
衛
説
の
立
場

か
ら
当
然
に
出
て
く
る
も
の
で
は
な
く
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
部
隊
防
衛
説
や
個
人
自
衛
説
の
本
旨
か
ら
す
れ
ば
、
他
国
軍
艦
の
防
護
は
、

む
し
ろ
否
定
的
に
解
さ
れ
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

Standing Rules of Engagem
ent for U

S Forces, supra note 3, Enclosure A
, para. 5. d (

“Unit Self-D
efense. T

he act of de-
fending a particular U

S force elem
ent, including individual personnel thereof, and other U

S forces in the vicinity, against a 
hostile act or dem

onstrated hostile intent
”)［
傍
線
原
文
、
本
文
中
の
傍
点
引
用
者
］.

R
ecueils de la Société internationale de D

roit m
ilitaire et de D

roit de la G
uerre, supra note 9, p. 204.

そ
の
場
合
も
、
そ
の
根
拠
は
何
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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